
公
田
官
物
率
法
の
成
立
と
そ
の
諸
前
提

勝

山

清

次

【
要
約
目
　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
国
司
苛
政
上
訴
闘
争
」
に
対
す
る
朝
廷
の
政
策
的
対
応
の
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
て
き
た
公
田
官
物
率
法
の
成
立
に
つ

い
て
、
そ
の
前
提
の
究
明
を
試
み
、
十
一
世
紀
前
半
に
は
、
そ
れ
ま
で
臨
時
雑
役
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
諸
賦
課
が
順
次
田
率
賦
課
に
移
行
し
、
官
物
体
系

改
変
の
条
件
が
整
う
と
と
も
に
、
諸
国
に
お
い
て
は
自
然
・
地
理
的
条
件
に
規
定
さ
れ
て
、
産
業
構
造
の
地
域
的
特
化
が
進
み
、
独
自
の
官
物
率
法
が
制

定
さ
れ
る
前
提
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
公
田
官
物
率
法
成
立
に
と
も
な
う
官
物
体
系
改
変
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
も
、
こ

れ
ま
で
の
諸
見
解
を
踏
え
て
、
ω
受
領
に
よ
る
官
物
の
賦
課
率
の
恣
意
的
な
変
動
を
制
約
し
た
こ
と
、
②
官
物
が
一
個
の
独
立
し
た
税
目
と
な
り
、
中
世

的
な
年
貢
制
を
準
備
し
た
こ
と
、
㈲
中
央
へ
の
主
要
な
貢
納
物
が
一
律
的
に
官
物
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
体
制
が
成
立
し
た
こ
と
な
ど
に
集
約
で
き
る
と
し

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
十
巻
二
号
　
一
九
八
七
年
三
月

公照官物率法の成立とその諸前提（勝山）

は
　
じ
　
め
　
に

　
中
世
の
年
貢
は
い
か
な
る
特
質
を
も
っ
た
収
取
体
系
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
成
立
し
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

素
朴
な
疑
問
を
発
す
る
時
、
年
貢
自
体
の
分
析
の
必
要
性
と
と
も
に
、
年
貢
の
直
接
的
前
身
と
も
い
う
べ
き
、
平
安
時
代
の
官
物
の
問
題
が
浮

び
あ
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
平
安
後
期
の
官
物
が
そ
の
ま
ま
中
世
の
年
貢
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
荘
園
年
貢
は
い
う
に
及
ば
ず
、
中
世
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

衙
領
の
年
貢
も
ま
た
官
物
体
系
の
幾
段
階
か
の
変
化
を
経
て
、
は
じ
め
て
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
時
代
を
遡
る
な
ら
ば
、
官
物
は
も
と
も
と
律
令
制
の
用
語
で
、
郡
稲
の
み
な
ら
ず
、
政
府
へ
の
貢
納
物
や
政
府
の
所
有
物
全
般
を
指
し
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
十
世
紀
以
降
は
臨
時
雑
役
と
対
比
さ
れ
る
諸
賦
課
を
一
括
す
る
用
語
と
し
て
の
使
用
が
多
く
な
る
が
、
前
代
と
同
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様
あ
く
ま
で
も
総
称
に
す
ぎ
ず
、
一
個
の
税
目
と
し
て
の
体
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
一
個
の
独
立
し
た
税
目
と
し
て
の
性
格
を
も
つ

に
至
る
の
は
、
十
一
世
紀
中
葉
に
お
け
る
公
田
官
物
率
法
の
成
立
に
基
づ
く
官
物
体
系
の
改
変
の
結
果
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
中
世
年
貢
の

前
身
を
な
す
、
税
目
と
し
て
の
官
物
を
生
み
出
し
た
官
物
体
系
の
改
変
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
公
田
官
物
率
法
成
立
の
歴
史
的
意
義
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
論
じ
た
の
は
坂
本
賞
三
郎
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
坂
本
氏
は
、

ω
公
田
官
物
率
法
は
史
料
的
に
は
租
に
継
起
す
る
、
「
格
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
見
米
三
斗
の
基
本
額
を
中
核
と
し
、
そ
れ
ま
で
臨
時
雑
役

の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
交
易
雑
物
を
組
み
込
ん
で
い
る
、
②
そ
れ
は
十
一
世
紀
の
四
〇
年
代
、
朝
廷
の
「
国
司
苛
政
上
訴
闘
争
」
の
高
揚
に
対

す
る
政
策
的
対
応
と
し
て
成
立
し
た
、
③
そ
の
成
立
は
そ
れ
ま
で
の
租
税
田
と
地
子
田
の
区
別
を
制
度
的
に
解
消
す
る
と
と
も
に
、
官
物
・
雑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

公
事
・
一
国
平
均
役
と
い
う
中
世
的
収
取
体
系
成
立
の
発
端
と
な
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
坂
本
琉
の
ば
あ
い
は
、
朝
廷
に
よ
る

「
国
司
苛
政
上
訴
闘
争
」
へ
の
政
策
的
対
応
と
基
本
額
見
米
三
斗
の
成
立
に
力
点
が
置
か
れ
た
結
果
、
第
「
に
、
臨
時
雑
役
の
変
質
な
ど
、
在

地
で
官
物
の
体
系
的
改
変
を
準
備
し
た
諸
条
件
を
論
理
的
に
組
み
込
む
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
第
二
に
、
官
物
率
法
の
基
本
額
見
米
三
斗
以
外

の
部
分
（
国
に
よ
っ
て
異
な
る
）
の
意
味
に
つ
い
て
、
充
分
な
分
析
が
行
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
第
三
に
、
官
物
の
収
取
体
系
と
し
て

の
特
質
が
必
ず
し
も
明
確
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
問
題
点
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
三
点
は
い
ず
れ
も
官
物
率
法
の
見
米
三
斗
を
除
く
部
分
に
関
り
、
密
接
な
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
こ
の
部

分
が
国
に
よ
っ
て
異
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
部
分
は
朝
廷
の
命
令
に
よ
っ
て
一
律
的
に
欄
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
各
国
に
お

い
て
官
物
率
法
成
立
以
前
に
す
で
に
、
そ
の
原
型
と
も
称
す
べ
き
国
例
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
臨
時
雑
役
の

変
質
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
一
部
の
官
物
へ
の
組
み
込
み
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
見
通
し
を
立
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　
見
米
三
斗
を
除
く
部
分
は
ま
た
、
収
取
さ
れ
る
官
物
の
品
目
の
閥
題
と
も
関
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
国
ご
と
の
年
貢
品
目
の
斉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

一
性
に
注
目
さ
れ
た
網
野
善
彦
氏
の
研
究
や
、
官
物
を
「
国
衙
が
把
握
し
た
公
田
数
を
唯
一
の
基
準
に
、
必
要
と
す
る
田
地
・
梨
地
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

手
工
業
生
産
物
を
収
取
す
る
」
も
の
と
さ
れ
る
斉
藤
利
男
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
本
稿
で
は
官
物
が
そ
の
国
の
産
業
構
造
と
密
接
に
関
連
す
る
収
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取
体
系
で
あ
り
、
十
一
世
紀
前
半
に
諸
国
に
お
い
て
産
業
構
造
の
地
域
的
独
自
性
（
地
域
的
特
化
）
が
顕
著
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
深
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
本
稿
は
先
学
の
極
熱
に
付
し
て
、
中
世
の
年
貢
成
立
史
の
一
段
階
を
画
す
る
、
公
田
官
物
率
法
の
成
立
に
基
づ
く
官
物
体
系
改
変
の
諸
前
提

を
分
析
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
大
方
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

　
①
永
原
慶
二
氏
「
荘
園
領
主
経
済
の
構
造
」
（
同
氏
『
日
本
中
世
社
会
構
造
の
研
　

④
坂
本
賞
三
氏
「
公
田
官
物
率
法
の
成
立
」
（
同
氏
『
駄
本
王
朝
国
家
体
制
論
』

　
　
究
』
所
収
）
、
網
野
善
彦
氏
『
日
本
巾
世
の
民
衆
像
無
、
同
氏
「
中
世
の
負
担
体
　
　
　
　
　
第
二
．
編
二
章
）
。

　
　
系
」
（
永
原
慶
二
氏
等
編
『
中
世
・
近
世
の
国
家
と
社
会
』
所
収
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
網
野
善
彦
氏
前
掲
書
。

　
②
　
拙
稿
「
国
衙
領
に
お
け
る
官
物
体
系
の
変
化
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
人
文
論
叢
』
〈
三
　
　
　
　
⑥
　
斎
藤
利
男
氏
「
中
世
的
年
貢
体
系
の
成
立
と
百
姓
の
『
一
味
』
」
（
『
圏
史
談
話
会

　
　
重
大
学
人
文
学
部
文
化
学
科
〉
二
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雑
誌
隠
一
三
）
。

　
⑧
『
政
事
要
略
』
巻
五
十
九
。

公
田
官
物
率
法
と
律
令
制
的
税
目

　
公
田
官
物
率
法
は
国
ご
と
に
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
一
国
内
に
お
い
て
も
時
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
。
官
物
率
法
の
成
立
に
と
も
な
う
官

物
体
系
の
変
化
や
官
物
率
法
と
そ
れ
以
前
の
収
取
体
系
と
の
関
連
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
成
立
期
の
官
物
率
法
を
分
析
の
対
象
に
据
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
保
安
三
年
二
月
日
伊
賀
国
在
庁
官
人
解
案
に
記
さ
れ
た
伊
賀
骨
無
藁
縄
法
は
、
官
物
率
法
の
具
体
例
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
公
田
の
官
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

率
法
は
そ
の
構
成
か
ら
判
断
し
て
、
十
二
世
紀
前
半
に
実
際
に
実
施
さ
れ
て
い
た
率
法
で
は
な
く
、
成
立
期
の
率
法
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
公
国
　
段
別

　
　
　
見
米
三
斗
内
京
庫
納
｝
斗

　
　
　
准
米
」
斗
七
升
二
合
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油
一
合

　
　
　
見
稲
一
束

　
　
　
穎
二
束

　
伊
賀
国
公
党
官
物
率
法
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
五
種
目
品
目
は
大
別
す
る
と
、
e
見
米
、
◎
見
稲
と
穎
、
⇔
洗
米
と
油
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
贔
目
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
税
目
と
し
て
の
由
来
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
順
次
み
て
い
こ
う
。

　
見
米
三
斗
　
　
こ
れ
は
坂
本
賞
三
婆
が
い
わ
れ
る
「
史
料
的
に
は
租
に
継
起
す
る
、
格
で
定
め
ら
れ
た
基
本
額
」
で
あ
り
、
全
国
的
に
し
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
ぼ
共
通
し
て
み
ら
れ
る
磐
代
で
あ
る
。
こ
の
見
米
三
斗
が
基
本
的
に
令
制
の
租
を
継
承
す
る
賦
課
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る

が
、
単
に
増
額
さ
れ
た
租
と
み
な
し
て
よ
い
か
ど
う
か
億
検
討
を
要
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
周
知
の
よ
う
に
、
令
制
の
租
は
穎
稲
で
も
っ
て
収
納
さ
れ
、
段
別
一
束
五
把
で
あ
っ
た
。
十
世
紀
に
な
る
と
、
租
穀
・
平
米
と
も
表
現
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

穀
納
や
米
納
も
行
わ
れ
た
が
、
筑
前
煮
把
奇
言
や
豊
後
国
由
母
宮
領
で
は
「
租
米
反
別
七
升
五
合
」
と
あ
り
、
令
制
以
来
の
率
法
が
引
き
続
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

恒
常
的
な
規
制
力
を
も
っ
て
い
た
。
永
延
二
年
幽
（
九
八
八
）
の
尾
張
国
郡
司
百
姓
累
算
（
以
下
「
解
文
」
と
略
記
す
る
）
で
郡
司
・
百
姓
等
が
「
租
穀

官
法
有
限
」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
前
半
に
は
、
こ
の
率
法
が
実
質
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
は
変
動
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。
す
で
に
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
解
文
」
三
条
に
は
、
「
官
法
外
任
意
加
徴
租
穀
三
斗

六
升
」
と
あ
り
、
国
守
藤
原
発
命
が
八
穀
を
反
別
三
斗
六
升
に
増
徴
し
た
こ
と
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
増
徴
も
米
に
な
お
せ
ぼ
反

別
一
斗
八
升
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
倍
強
の
増
微
す
ら
強
い
抵
抗
を
招
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
反
別
七
升
五
合
か
ら
反
別
三

斗
へ
の
増
額
が
当
時
の
国
家
権
力
に
と
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
米
三
斗
を
単
に
増
額
さ
れ
た
租
の

系
譜
を
引
く
賦
課
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
以
上
の
推
論
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
見
米
三
斗
に
は
そ
れ
ま
で
の
地
子
な
い
し
は
正
税
利
器
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え

な
い
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
正
税
利
稲
は
見
稲
一
束
・
穎
二
束
と
関
連
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、
残
る
は
地
子
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
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目
さ
れ
る
の
は
十
世
紀
に
は
国
衙
に
よ
っ
て
租
税
田
と
地
子
田
の
混
濡
が
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
解
文
」
の
一
．
一
条
に
よ
れ
ば
、
官

命
は
組
山
田
に
准
じ
て
地
子
田
に
官
物
を
加
徴
し
て
い
る
。
こ
の
措
置
は
当
然
租
税
田
に
も
跳
ね
返
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
租
税
田
に
も
地

子
が
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
解
文
」
の
五
条
が
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
条
で
は
正
税
息
利
（
利
稲
）
・
租
籾
・
率
稲
・
地
子
を

加
算
し
た
官
物
の
段
別
賦
課
額
が
算
定
さ
れ
て
お
り
、
租
税
田
に
は
地
子
、
逆
に
地
子
園
に
は
租
税
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
「
代
≧
国
宰
正
税
砂
利
・
三
密
・
率
稲
・
地
子
立
所
徴
、
或
八
九
東
、
或
十
束
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
命
に
限
っ
て
の
異
例

の
措
置
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
十
世
紀
に
お
い
て
国
衙
段
階
で
推
し
進
め
ら
れ
た
租
税
田
と
地
子
田
の
塩
谷
は
、
十
一
世
紀
中
葉
に
至
り
、
中
央
に
よ
っ
て
公

認
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
格
」
に
よ
る
餅
米
段
鋼
三
斗
の
制
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
租
と
地
子
と
は
融
合
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
が
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
る
と
と
も
に
、
租
税
田
と
地
子
田
と
い
う
種
励
も
最
終
的
に
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
米
三
斗
の
な
か
に
従
来
の
地
子
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

継
承
さ
れ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
見
稲
［
束
・
穎
隔
、
一
束
　
　
「
公
田
」
で
は
見
稲
と
穎
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
「
院
御
庄
出
作
公
田
」
で
は
そ
の
区
捌
は
な
く
、
単
に
穎

三
束
で
あ
る
。
賦
課
額
が
三
束
と
同
じ
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
収
取
体
系
上
同
一
系
統
に
属
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
「
公
田
」
で

見
稲
一
束
が
区
別
さ
れ
た
の
は
、
収
納
に
お
い
て
実
際
に
稲
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
こ
の
見
稲
と
穎
は
令
制
の
い
か
な
る
税
目
と
関
連
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
5
こ
れ
は
主
と
し
て
地
税
化
し
た
正

税
利
回
が
継
承
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
令
制
の
正
税
出
挙
は
春
夏
二
季
に
本
革
を
課
口
別
に
貸
し
与
え
、
秋
に
三
割
な
い
し
五
割
の
利
稲
を
加
え
て
返
却
さ
せ
る
収
取
欄
度
で
あ
っ

た
が
、
九
世
紀
を
通
じ
て
座
客
の
基
準
は
課
口
か
ら
田
積
に
移
り
、
さ
ら
に
こ
の
世
紀
の
末
よ
り
暗
算
を
貸
与
せ
ず
に
利
稲
の
み
を
徴
収
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
率
稲
綱
」
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
十
世
紀
に
は
「
高
網
制
」
は
一
般
化
し
、
正
税
利
稲
は
完
全
に
年
税
化
す
る
に
至
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
賦
課
率
は
班
挙
の
基
準
が
課
口
か
ら
田
積
に
移
行
し
た
九
世
紀
段
階
で
は
段
別
一
束
五
趣
で
あ
っ
允
乏
い
わ
れ
る
が
、
十
世
紀
の
そ
れ
に
つ
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⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
て
は
直
接
知
り
う
る
手
懸
り
は
な
い
。
た
だ
十
世
紀
に
は
「
正
税
利
稲
外
率
徴
」
の
加
徴
が
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

賦
課
率
の
全
般
的
な
上
昇
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
段
別
三
束
が
こ
の
よ
う
な
賦
課
率
の
上
昇
と
矛
盾
が
な
い
こ
と
、
ま
た
穎
稲
と
い
う

賦
課
品
目
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
か
ら
こ
の
見
稲
・
穎
は
主
に
地
税
化
し
た
正
税
利
稲
を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
准
米
一
斗
七
升
二
合
・
油
一
合
　
　
ま
ず
駐
米
一
斗
七
升
二
合
は
賦
課
率
こ
そ
准
米
で
表
示
さ
れ
て
い
る
が
、
絹
で
収
納
さ
れ
る
の
が
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
准
米
制
は
公
田
を
基
準
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
絹
の
段
別
賦
課
額
を
箕
早
し
、
表
示
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
伊
賀
の
ば
あ
い
、
延
喜
民
部
・
主
計
両
式
に
よ
れ
ば
、
絹
は
調
と
し
て
も
、
ま
た
交
易
雑
物
と
し
て
も
貢
納
さ
れ
る
。
官
物
率
法
の
な
か
に

組
み
込
ま
れ
、
平
米
制
を
と
っ
て
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
絹
は
、
こ
れ
ら
と
い
か
な
る
関
連
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ぼ
あ
い
も

尾
張
の
例
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
調
絹
の
賦
課
に
つ
い
て
は
「
解
文
」
六
条
に
、

　
　
　
但
疋
別
所
当
新
田
、
先
例
ご
町
四
段
、
代
米
四
石
八
斗
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
あ
る
。
こ
の
部
分
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
先
例
と
し
て
田
地
二
町
四
段
当
り
墨
形
一
疋
が
賦
課
さ
れ
る
が
、
そ
の
調
絹
一
疋

を
米
で
換
算
す
れ
ば
四
怨
讐
斗
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
調
絹
一
疋
の
代
価
米
四
石
八
斗
を
「
疋
別
所
当
料
田
」
二
町
四
段
で

割
る
な
ら
ば
、
段
別
代
米
二
斗
が
導
き
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
調
絹
は
米
に
換
算
す
れ
ば
、
段
別
二
男
の
割
合
で
賦
課
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
准
米
（
黒
米
）
段
別
二
王
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
十
世
紀
末
の
尾
張
国
で
、
調
歩
が
准
米
制
と
実
質
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
同
様
の
形
態
で
賦
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
え
る
な
ら
ば
、
准
米
賦
課
の
形
を
と
る
伊
賀
の
絹
も
、
調
に
由
来
す
る
可
能
性
は
あ
る
と
み
ざ

　
　
　
　
⑲

る
を
え
な
い
。
し
か
し
交
易
雑
物
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
田
率
賦
課
に
移
行
す
る
。
し
て
み
れ
ば
、
交
易
雑
物
の
系
譜
も
や
は
り

可
能
性
と
し
て
は
、
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
油
一
合
が
官
物
率
法
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
絹
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
。
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、
種
々
の
税
目
の
な
か
で
伊
賀
国
が

油
を
負
担
す
る
の
は
中
落
作
物
油
（
胡
麻
油
）
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
伊
賀
に
課
せ
ら
れ
る
東
大
寺
封
物
で
も
油
は
や
は
り
中
黒
作
物
油
の
胡
麻
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勢
み
で
あ
動
し
か
し
「
解
文
」
で
も
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
・
＋
世
紀
以
隆
中
型
作
物
が
在
地
に
実
際
に
賦
課
さ
れ
て
い
た

税
目
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
交
易
雑
物
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
油
一
合
は
令
書
に
ま

で
遡
る
な
ら
ば
、
中
黒
作
物
油
の
系
譜
を
引
く
が
、
実
際
に
は
交
易
雑
物
と
し
て
賦
課
さ
れ
て
い
た
胡
麻
油
を
確
保
す
る
た
め
に
、
官
物
率
法

に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
ぼ
、
官
物
率
法
成
立
後
の
官
物
は
制
度
的
に
も
、
ま
た
賦
課
品
目
の
上
で
も
、
令
制
の
租
・
三
賀
利
稲
・
地
子
・

調
・
交
易
雑
物
な
ど
の
税
目
を
そ
れ
ぞ
れ
継
承
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
官
物
率
法
の
成
立
に
よ
り
税

目
と
し
て
の
独
自
性
を
失
い
、
一
律
的
に
田
率
で
賦
課
さ
れ
、
段
別
で
賦
課
額
が
表
示
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
令
制
の
独
立
を
し
た
税

窩
と
し
て
の
痕
跡
は
、
賦
課
品
目
の
違
い
と
し
て
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
官
物
率
法
成
立
後
の
官
物
体
系
の
特
質
を
考
え
る
ぼ
あ
い
、
こ
う
し
た
令
制
の
諸
税
濁
を
継
承
す
る
側
面
と
と
も
に
、
そ
れ
が
有
す

る
新
し
い
面
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
官
物
と
し
て
賦
課
さ
れ
る
下
屋
（
官
物
率
法
を
構
成
す
る
品
目
）
が
き
わ
め
て
少

数
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
調
・
交
易
雑
物
の
系
譜
を
引
く
品
目
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
再
び
伊
賀
の
官
物
率
法
に
戻
る
な
ら
ば
、

准
米
（
絹
）
一
斗
七
升
二
合
と
油
一
合
で
あ
る
。
伊
賀
国
が
調
・
中
豊
作
物
・
交
易
物
と
し
て
負
担
し
た
物
品
は
、
延
喜
民
部
・
主
計
両
式
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
れ
ぽ
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
調
…
…
一
案
綾
三
疋
、
二
案
綾
一
疋
、
絹
二
〇
〇
疋
（
白
絹
一
〇
疋
）
、
橡
統
二
〇
絢
、
堂
廊
一
〇
〇
絢
、
色
統
三
〇
〇
絢
（
夏
調
）
、
自
余
ハ
綜
布
、

　
　
中
男
作
物
…
…
紅
花
七
斤
八
両
、
紙
、
茜
、
胡
麻
油
、
蜀
椒
、

　
　
交
易
雑
物
…
…
白
絹
＝
一
疋
、
鹿
皮
二
〇
張
、
樽
二
合
（
加
赤
漆
枕
）
、

　
こ
れ
ら
多
様
な
物
品
の
な
か
か
ら
、
絹
と
胡
麻
油
の
み
が
官
物
の
賦
課
品
目
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
多
種
多
様
な

調
・
中
言
作
物
・
交
易
雑
物
系
の
物
品
の
な
か
で
、
朝
廷
の
需
要
が
大
き
く
、
か
つ
在
地
に
お
い
て
も
容
易
に
生
産
し
う
る
と
み
ら
れ
る
物
品

の
み
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
官
物
率
法
は
、
そ
の
成
立
時
に
お
け
る
伊
賀
国
の
産
業
構
造
の
様
態
や
社
会
的
分
業
の
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展
開
に
一
定
度
適
用
す
る
形
で
定
め
ち
れ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
問
題
を
次
に
紀
伊
国
名
草
郡
郡
許
院
を
例
に
と
り
、
少
し
ぽ
か
り
深
め
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
永
承
三
年
度
（
一
〇
四
八
）
の
宮
物
結
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
る
郡
許
院
収
納
築
三
と
二
通
の
進
未
勘
文
が
素
材
と
な
る
。
収
納
米
帳
と
進
言
勘
文
の
一
通
に
は
欠
失
箇
所
が
あ
る
が
、
官
物
の
内
容
を

知
る
上
で
は
大
き
な
支
障
は
な
い
。

　
三
通
の
帳
簿
に
記
載
さ
れ
る
官
物
は
大
別
す
る
と
、
■
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
米
・
稲
…
…
稲
作
生
産
物

　
麦
・
紅
花
・
苧
・
大
小
豆
・
胡
麻
（
油
）
…
…
畠
作
生
産
物

　
絹
・
糸
・
綿
－
」
…
養
蚕
製
品

　
塩
・
材
木
…
…
自
然
の
採
取
物

　
租
・
地
子
・
正
税
利
稲
と
し
て
収
取
さ
れ
て
い
た
米
・
稲
を
除
く
な
ら
ば
、
残
る
物
品
の
う
ち
、
絹
・
糸
・
綿
・
大
小
豆
・
紅
花
・
胡
麻

油
・
塩
は
『
延
喜
式
』
で
は
調
・
中
名
作
物
・
交
易
雑
物
の
う
ち
の
何
ら
か
の
税
目
で
紀
伊
国
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
十
一
世
紀

中
葉
の
官
物
が
、
令
制
下
に
お
い
て
様
々
な
税
目
で
賦
課
さ
れ
て
い
た
諸
物
品
を
収
取
す
る
税
鼠
で
あ
っ
た
こ
と
、
ひ
い
て
は
先
述
し
た
よ
う

に
両
者
の
間
に
深
い
繋
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
時
期
、
官
物
と
し
て
進
納
さ
れ
た
物
品
は
、
今
制
下
に
お
い
て
先
述
し
た
税
目
で
収
取
さ
れ
た
物
資
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
麦
と
材
木
は
明
ら
か
に
そ
れ
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
は
i
三
通
の
帳
簿
の
残
存
部
分
か
ら
判
断
す
る
限
り
で

は
、
進
納
官
物
全
体
の
な
か
で
大
き
な
比
重
を
占
め
る
i
令
制
下
で
も
何
ら
か
の
形
で
国
衙
が
収
取
し
て
い
た
物
品
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
調
・
中
言
作
物
・
交
易
雑
物
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
物
品
で
は
な
い
。
こ
の
段
階
の
宮
物
は
、
令
制
下
で
調
・
中

男
作
物
・
交
易
雑
物
と
し
て
は
賦
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
物
品
を
も
収
取
す
る
税
目
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
と
こ
ろ
で
こ
の
国
の
官
物
率
法
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
米
と
稲
が
構
成
品
目
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
は
判
明
し
な
い
が
、
米
の
段
別
賦
課
額
四
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斗
五
升
四
合
八
丈
に
合
以
下
の
端
数
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
義
々
制
が
と
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
（
た
だ
そ
の
品
目
は
特

定
で
き
な
い
）
。
そ
の
准
米
を
含
む
米
と
稲
と
か
ら
な
る
官
物
率
法
の
下
、
代
納
制
の
広
汎
な
展
開
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
こ
の
地
域
の
、
こ
の

時
期
に
お
け
る
主
要
な
産
業
の
生
産
物
が
量
の
多
少
こ
そ
あ
れ
、
官
物
と
し
て
愈
愈
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
賦
課
品
鼠
こ
そ
限
ら
れ

る
が
、
官
物
は
そ
の
地
域
の
主
要
な
産
業
の
生
産
物
を
収
取
す
る
税
目
と
し
て
の
意
味
も
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
官
物
率
法
成
立
後
の
官
物
と
令
制
税
目
と
の
繋
り
を
検
討
し
、
官
物
率
法
が
そ
の
国
の
産
業
構
造
の
様
態
に
一
定
度
対
応
す
る
形
で

制
定
さ
れ
、
官
物
が
そ
の
地
域
の
主
要
な
産
業
の
生
産
物
を
収
取
す
る
税
目
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
で
は
令
制
税
目
は
ど
の
よ
う
な
変
質

過
程
を
経
て
、
官
物
率
法
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
追
究
す
る
た
め
に
は
、
官
物
率
法
成
立
以
前
の
官
物
と
臨
時
雑
役

を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公田冒物率法の成立とその諸前提（勝山）

①
　
『
平
安
遺
文
囁
（
以
下
『
平
遺
』
と
略
記
）
一
九
五
八
。

②
　
拙
稿
「
黒
田
庄
出
作
公
田
の
宮
物
論
法
に
つ
い
て
」
（
『
人
文
論
叢
』
〈
三
重
大

　
学
人
文
学
部
文
化
学
科
〉
一
）
。

③
　
坂
本
賞
三
氏
「
公
田
官
物
率
法
の
成
立
」
（
岡
氏
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』

　
第
二
編
二
章
）
。

④
森
田
悌
氏
は
見
米
三
斗
を
十
日
紀
に
お
け
る
地
子
六
束
を
継
承
し
た
も
の
と
し
、

　
そ
の
背
後
に
租
税
田
の
全
面
的
な
地
子
田
化
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
「
摂
関
期
政

　
治
動
向
の
考
察
」
〈
同
氏
『
平
安
時
代
政
治
史
研
究
』
所
蚊
〉
）
。
し
か
し
十
世
紀
か

　
ら
十
一
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
令
制
税
目
の
租
は
存
在
し
賦
課
さ
れ
て
お
り
、
官

　
物
尽
法
成
立
の
際
、
地
子
の
み
継
承
さ
れ
、
租
は
痛
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え

　
ら
れ
な
い
。
ま
た
森
田
説
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
租
税
田
の
全
而
的
な
地
子
田
化

　
が
実
謳
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
十
世
紀
を
通
じ
て
、
租
税
田
と
地
子
田
の

　
混
濡
は
進
行
し
て
お
り
、
一
面
か
ら
み
れ
ば
、
租
税
田
の
講
演
田
化
は
否
定
で
き

　
な
い
。
し
か
し
そ
れ
も
反
面
で
は
地
子
田
の
租
税
田
化
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、

　
そ
の
田
地
が
租
税
田
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
地
子
田
と
み
な
さ
れ
た
わ
け
で
は

　
な
い
。

⑤
　
永
延
二
年
十
一
月
入
日
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
（
『
平
田
』
三
三
九
、
『
一
宮
市

　
中
怠
資
料
編
六
、
以
下
こ
の
文
警
は
後
者
に
よ
る
）
、
『
平
等
』
～
二
四
～
二
、
四
六
九
。

⑥
『
平
遺
』
三
四
三
、
四
六
九
、
五
〇
二
。

⑦
森
田
悌
氏
前
掲
論
文
。

⑧
　
坂
本
強
磁
氏
「
国
司
支
配
下
の
『
名
』
体
醐
と
収
取
方
式
の
特
質
」
（
同
氏
前

　
掲
轡
第
一
編
二
章
三
節
）

⑨
　
坂
本
氏
前
掲
注
⑧
論
文
。

⑩
令
孫
で
は
公
田
賃
租
の
地
子
は
収
穫
の
五
分
の
一
と
い
う
規
定
で
あ
り
、
た
と

　
え
ば
中
田
（
段
別
穫
稲
三
〇
束
）
の
地
子
は
段
別
六
束
で
あ
っ
た
。
し
か
し
延
喜

　
十
四
年
隔
月
八
日
官
符
（
『
政
纂
要
略
下
巻
五
十
三
）
に
引
く
官
厨
家
解
に
は
「
傍

　
須
注
上
田
一
分
、
中
田
二
分
、
下
田
二
分
置
下
≧
田
二
分
、
令
進
其
帳
、
光
上
田

　
国
、
令
注
進
中
畷
二
分
、
下
田
二
分
、
下
≧
田
二
分
」
と
あ
り
、
上
田
・
中
田
の

　
占
め
る
比
重
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
地
子
の
賦
課

　
率
は
全
体
と
し
て
み
た
ば
あ
い
、
段
別
六
束
よ
り
か
な
り
低
率
で
あ
っ
た
と
み
ら
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れ
る
。
ち
な
み
に
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
、
大
宰
府
兵
馬
司
が
収
公
し
た
兵
馬

　
賑
の
地
子
物
は
二
、
三
束
な
い
し
四
、
五
束
で
あ
っ
た
（
『
平
芝
』
四
四
五
）
。
こ

　
の
よ
う
に
十
世
紀
以
降
の
地
子
の
賦
課
率
も
、
地
子
が
見
米
一
二
斗
に
組
み
込
ま
れ

　
た
と
す
る
考
え
と
矛
盾
し
な
い
。

⑪
　
薗
田
香
融
氏
「
出
挙
已
（
同
氏
『
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
所
収
）
、
村
井
康

　
彦
氏
「
公
出
挙
制
の
変
質
過
程
」
（
同
氏
『
古
代
岡
家
解
体
過
程
の
研
究
』
所
収
）

　
等
。

⑫
薗
田
氏
前
掲
論
文
。

⑩
　
征
〔
長
七
年
十
一
卯
月
二
十
－
七
日
曲
翻
強
大
神
官
一
司
㎞
解
（
『
平
心
』
　
一
＝
二
山
ハ
）
に
　
「
一
二

　
五
型
四
歩
者
公
田
也
、
正
税
難
斗
伍
升
、
夫
用
途
蕉
侑
薫
拾
伍
文
可
弁
者
也
」
と

　
あ
る
が
、
二
円
知
行
」
「
夫
用
途
」
な
ど
、
十
世
紀
初
め
と
し
て
は
不
適
当
な
用

　
語
が
み
え
る
。

⑭
「
解
文
」
一
条
。

⑯
　
「
解
文
」
四
条
に
よ
れ
ば
、
「
正
税
利
壮
重
率
徴
」
は
段
別
二
束
八
把
で
あ
っ

　
た
。
元
命
が
温
風
に
お
い
て
増
徴
し
た
比
率
（
本
来
の
段
別
一
斗
五
升
を
三
斗
八

　
升
に
し
た
の
だ
か
ら
二
・
四
倍
）
を
仮
に
正
税
利
稲
に
あ
て
は
め
る
と
、
定
挙
の

　
利
稲
は
段
別
二
束
と
な
る
（
展
十
ト
っ
．
Q
。
1
1
b
。
眞
×
）
。
ま
た
「
解
文
」
　
一
条
の
定
挙
の

　
息
利
七
三
八
六
三
束
を
長
徳
四
年
十
二
月
九
日
付
の
国
守
大
江
匡
冷
熱
田
宮
祭
文

　
　
（
『
朝
野
群
載
』
巻
三
）
に
記
さ
れ
て
い
る
豊
年
の
作
田
「
四
五
千
町
」
で
割
る

　
と
、
段
鯛
一
束
八
把
か
ら
同
一
束
五
鼎
を
う
る
。
平
年
に
は
作
田
数
は
減
少
す

　
る
は
ず
で
あ
る
の
で
、
当
然
計
算
上
の
段
別
賦
課
額
は
増
加
す
る
。
仮
に
作
田
を

　
三
〇
〇
〇
町
と
す
る
と
、
段
別
二
束
五
把
と
な
る
。
以
上
の
二
つ
の
例
は
単
な
る

　
試
算
に
す
ぎ
な
い
が
、
上
昇
し
た
賦
課
率
を
知
る
上
で
い
く
ら
か
の
目
安
と
な
ろ

　
う
。

⑯
前
掲
注
②
拙
稿
。

⑰
　
脇
閏
晴
子
氏
「
沽
価
法
の
成
立
と
調
庸
制
」
（
同
氏
『
日
本
中
世
商
業
発
達
史

　
の
研
究
』
所
収
）
。

⑱
た
だ
「
解
文
」
で
は
「
疋
劉
所
当
料
田
」
と
調
絹
を
主
体
と
し
た
形
式
を
と
つ

　
て
い
る
こ
と
、
ま
た
調
絹
が
租
や
正
税
利
稲
な
ど
反
別
賦
課
の
税
目
と
一
抵
さ
れ

　
ず
、
異
質
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑲
　
伊
賀
の
ば
あ
い
、
調
髪
は
国
衙
工
房
の
製
作
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
調
と
し
て

　
は
一
毅
に
は
糸
と
布
が
賦
課
さ
れ
た
。
こ
の
点
、
も
と
も
と
絹
が
一
般
的
に
賦
課

　
さ
れ
た
尾
張
と
形
態
を
異
に
し
て
い
る
。

⑳
『
平
遺
』
一
八
～
二
、
二
五
七
。

⑳
　
こ
れ
ら
の
物
品
が
実
際
に
そ
れ
ぞ
れ
の
税
目
で
収
取
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い

　
て
は
別
個
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
政
府
に
賦
課
の
意
図
が
あ
り
、
そ
れ
が
国

　
衙
に
対
し
て
一
定
の
規
制
力
と
し
て
働
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

㊧
　
『
平
遺
駈
六
七
二
。
文
書
の
読
み
に
つ
い
て
は
薗
田
香
融
氏
「
平
安
末
期
の
あ

　
る
徴
税
文
書
」
（
同
氏
前
掲
書
所
収
）
を
参
照
。

㊧
　
変
は
二
六
三
石
田
、
材
木
は
食
稲
で
の
換
算
で
九
二
〇
束
に
達
す
る
。

＠
　
拙
稿
「
紀
伊
国
名
草
郡
郡
許
鼻
血
納
米
帳
と
進
未
幻
燈
に
つ
い
て
」
（
『
三
．
窺
大

　
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
臨
一
一
一
三
）
。
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二
　
官
物
と
臨
時
雑
役

官
物
は
『
政
事
要
略
』
（
巻
五
十
九
）
に
、

　
儀
制
令
元
日
国
司
条
義
解
云
、
官
物
者
蝋
管
也
、

案
、
官
物
者
万
物
皆
約
也
、
然
而
此
条
丁
重
稲
称
官
物
也
、



公田官物率法の成立とその諸前提（勝山）

と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
総
称
で
あ
り
、
令
制
下
に
お
い
て
は
郡
稲
（
正
税
稲
）
の
み
な
ら
ず
、
政
府
（
官
）
へ
の
貢
納
物
や
そ
の
所
有
物
を
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
用
語
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
た
。
十
世
紀
以
降
も
そ
の
用
法
は
継
承
さ
れ
た
が
、
同
じ
く
総
称
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
広
狭
二
つ
の
用
い
方

が
あ
っ
た
。
一
つ
は
政
府
へ
の
貢
納
物
全
般
を
意
味
す
る
「
官
物
」
で
あ
る
。
こ
の
用
法
の
代
参
的
な
例
は
「
解
文
」
に
み
ら
れ
る
。
「
解
文
」

で
は
「
当
国
守
藤
原
朝
臣
元
命
三
箇
年
内
議
取
非
法
官
物
」
と
し
て
、
正
税
利
稲
・
地
子
・
器
量
・
率
爾
・
調
絹
（
糸
）
・
交
易
雑
物
な
ど
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

列
挙
さ
れ
て
お
り
、
「
官
物
」
は
こ
れ
ら
貢
納
物
の
総
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
今
一
つ
は
臨
時
雑
役
と
対
比
し
て
用
い
ら
れ
る
宮
物
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
「
申
下
官
符
、
免
租
税
官
物
、
募
免
庄
司
・
庄
子
五
十
人
雑
役
了
」
と
あ
る
よ
う
な
ぼ
あ
い
で
あ
る
。
無
論
こ
の
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

用
法
の
ど
ち
ら
を
さ
す
か
を
特
定
で
き
な
い
例
も
あ
る
が
、
収
取
体
系
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
と

り
あ
げ
る
の
は
臨
時
雑
役
と
対
比
し
て
用
い
ら
れ
る
狭
義
の
官
物
で
あ
る
。

　
こ
の
官
物
も
政
府
へ
の
貢
納
物
全
般
を
指
示
す
る
「
官
物
」
と
同
様
、
十
世
紀
の
段
階
で
は
一
個
の
定
ま
っ
た
税
昌
で
は
な
く
、
特
定
の
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

納
物
の
ま
と
ま
り
を
さ
す
総
称
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
官
物
と
し
て
一
括
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
税
目
は
相
対
的
な
独
自
性

を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
ど
の
よ
う
な
税
目
が
官
物
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
ω
　
価
元
来
不
付
微
田
租
・
正
税
、
無
有
臨
時
雑
役
貴
、

　
　
②
　
申
下
官
符
、
免
租
税
官
物
、
募
免
庄
司
・
庄
子
五
十
人
雑
役
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
③
以
其
人
領
掌
、
公
田
又
官
物
租
税
毎
色
弁
進
、
其
来
尚
突
、

　
「
租
税
官
物
」
「
官
物
租
税
」
と
い
う
熟
語
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
官
物
の
中
核
に
租
と
税
（
正
税
利
稲
）
が
あ
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
ら
に
地
子
田
に
賦
課
さ
れ
る
地
子
も
ま
た
官
物
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
例
を
あ
げ
よ
う
。
天
禄
四
年
目
九
七
三
）
、
丹
波
国
の
東
寺
領
田
二

ヶ
所
が
収
公
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
船
井
郡
の
田
地
は
剰
田
と
し
て
地
子
を
賦
課
さ
れ
、
剥
田
と
公
細
が
存
在
す
る
と
み
な
さ
れ
た
多
紀
郡
の
田
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地
は
、
「
責
勘
地
子
並
濃
緑
色
≧
雑
物
」
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
東
寺
は
前
者
に
つ
い
て
は
「
翻
田
町
公
」
の
免
除
を
申
請
し
た
だ
け
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
が
、
公
田
と
し
て
心
密
さ
れ
た
田
地
を
含
む
後
者
に
つ
い
て
は
、
「
庄
司
・
寄
人
臨
時
雑
役
」
の
免
除
を
も
要
請
し
て
い
る
。
　
つ
ま
り
剰
田

に
賦
課
さ
れ
る
の
は
地
子
物
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
臨
時
雑
役
と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
先
述
し
た
よ
う
に
、

十
世
紀
に
は
租
税
田
と
地
子
田
の
混
線
が
進
む
が
、
「
解
文
」
五
条
で
は
地
子
が
正
税
利
稲
や
租
穀
と
一
括
さ
れ
、
調
絹
や
交
易
雑
物
と
区
別

さ
れ
て
い
ゐ
。
こ
の
よ
う
に
租
税
田
と
地
子
照
の
上
清
が
進
行
す
る
過
程
で
、
地
子
は
租
税
と
一
括
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
官
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

重
要
な
要
素
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
官
物
は
租
・
正
税
利
稲
・
地
子
を
包
摂
し
た
総
称
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
税
目
が
臨
時
雑
役
と
区
別
さ
れ
一
括
し
て
扱

わ
れ
た
の
は
、
田
地
を
賦
課
基
準
と
し
、
段
別
に
賦
課
さ
れ
る
と
い
う
共
通
性
を
も
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
先
述
の
「
解
文
」
五
条
が
そ
れ

を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
段
別
賦
課
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
段
階
の
官
物
の
特
徴
の
第
一
点
で
あ
る
。

　
第
二
点
は
官
物
が
田
地
生
産
物
の
収
取
を
共
通
に
し
て
い
る
こ
之
で
あ
る
。
租
が
穎
・
穀
・
米
で
、
正
税
利
稲
と
地
子
が
穎
稲
で
収
取
さ
れ

た
二
と
を
あ
げ
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
第
三
点
と
し
て
、
官
物
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
税
目
は
い
ず
れ
も
令
制
以
来
の
税
目
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
租
・
正
税
利
稲
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

地
子
は
い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
る
。
逆
に
寛
仁
元
年
十
月
十
六
日
官
宣
智
案
に
み
え
る
「
造
畢
料
加
徴
米
」
は
曾
池
荘
田
に
段
別
五
升
で
賦
課
さ

れ
た
が
、
段
別
賦
課
で
、
米
を
収
取
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
雑
役
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
「
造
宮
廻
加
徴
米
」

が
令
制
の
税
目
で
は
な
く
、
臨
時
の
加
徴
米
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

．
さ
て
、
臨
時
雑
役
も
ま
た
官
物
と
同
様
、
一
個
の
完
結
し
た
税
目
で
は
な
く
、
種
々
の
税
目
を
含
む
総
称
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
で
は
ど
の
よ

う
な
賦
課
が
臨
時
雑
役
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
交
易
雑
物
、
「
雑
倍
系
」
の
諸
賦
課
が
そ
の
中
心
的
部
分
を
な
す
こ
と
は
、
大
方
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

論
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
議
論
が
あ
る
の
は
調
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
当
初
は
、
承
平
五
年
十
月
二
十
五
日
東
寺
伝
法
供
家
号
で
臨
時
雑
役
と
み
な
さ
れ
て
い
る
諸
賦
課
の
な
か
に
、
「
調
沽
華
華
」
が
含
ま
れ
て
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⑬

い
る
こ
と
か
ら
、
調
の
臨
時
雑
役
化
は
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
「
調
沽
買
絹
」
も
本
来
の
調
で
は
な
く
、
交
易
を
媒

介
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
正
当
な
蟹
が
な
さ
れ
る
に
幽
晦
・
禦
臨
時
雑
役
で
あ
る
か
ど
う
か
が
改
め
て
問
題
と
な
・
て
き
た
の
で
あ
る
・

　
調
が
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
を
直
接
指
し
示
す
史
料
が
見
当
ら
な
い
現
在
、
こ
の
問
題
は
論
理
的
に
詰
め
て
い
く
以
外
に
、
解
決
の
手
立
て
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
調
の
賦
課
基
準
で
あ
る
。
す
で
に
泉
谷
康
夫
罠
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
承
平
五
年

　
　
　
　
　
　
　
⑮

六
月
十
三
日
官
符
に
、

　
　
　
広
遠
讃
岐
国
大
内
郡
白
鳥
郷
戸
主
阿
蘇
豊
茂
戸
口
也
、
出
自
法
曹
、
任
於
見
職
、
而
身
帯
初
位
、
悪
難
風
調
、

と
あ
り
・
＋
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
調
は
人
身
別
に
賦
課
さ
れ
て
い
軸
・
も
う
一
例
・
同
時
期
の
史
料
を
あ
げ
よ
う
・

　
　
　
韓
国
鼠
代
讃
岐
惟
範
留
省
愚
母
、
満
年
季
、
髪
初
・
八
位
両
階
位
記
、
愛
有
元
壁
体
之
符
、
未
到
来
八
位
之
省
符
、
因
之
負
調
絹
也
、
錐
然
依
年
季
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
序
、
受
取
従
八
位
上
、

こ
れ
は
承
平
二
年
（
九
三
二
）
の
讃
岐
国
山
田
郡
目
代
讃
岐
黒
甜
の
明
法
家
に
対
す
る
質
疑
の
一
部
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
「
初
・
八
位
両
階

位
記
」
と
「
元
留
省
之
符
」
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
課
役
を
免
ず
る
「
八
位
之
省
符
」
（
錫
符
）
が
未
だ
到
来
し
て
い
な
い
の
で
、
当
の
惟
範
は

「
調
絹
」
を
負
担
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
も
ま
た
調
を
賦
課
さ
れ
る
側
の
発
言
で
あ
る
の
で
、
当
時
の
実
態
を

表
し
て
い
る
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。

　
こ
の
二
つ
は
い
ず
れ
も
讃
岐
の
例
で
あ
る
が
、
次
に
と
り
あ
げ
る
の
は
周
知
の
承
平
二
年
九
月
二
十
二
日
丹
波
国
許
で
あ
る
。

　
　
　
丹
波
国
牒
　
東
寺
伝
法
供
家
衙

　
　
　
多
紀
郡
大
山
庄
預
僧
平
秀
・
勢
豊
等
稲
之
状

　
　
牒
、
衙
去
八
月
十
一
日
牒
九
月
九
日
到
来
傅
、
云
≧
者
、
即
問
勘
彼
郡
調
物
使
蔭
孫
藤
原
高
枝
二
値
、
余
部
郷
専
当
検
校
日
置
貞
良
豊
沼
、
件
郷
本
自
無

　
　
　
地
、
百
姓
口
分
班
給
在
地
郷
≧
、
因
嵩
置
郷
貫
絹
、
為
耳
付
徴
郷
≧
堪
百
姓
等
名
、
方
今
平
秀
等
身
堪
同
意
、
加
之
年
来
依
成
申
件
調
絹
、
付
申
播
本
帳

　
　
　
断
篇
・
詰
番
等
稲
置
二
丈
者
、
為
令
弁
進
野
立
、
罷
向
平
秀
等
私
宅
、
而
遁
隠
山
野
、
熊
曾
相
弁
、
勿
件
絹
弁
進
之
間
、
各
論
二
百
束
許
検
封
、
今
須
弁
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進
彼
絹
之
後
、
可
開
免
件
稲
者
、
乞
也
察
状
、
以
牒
、

　
　
　
、
承
平
二
年
九
月
廿
ご
日
　
（
署
名
は
略
す
）

　
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
論
じ
尽
さ
れ
た
感
が
あ
り
、
そ
の
内
容
か
ら
「
余
部
郷
属
具
」
が
「
郷
≧
堪
百
姓
古
名
」
を
通
じ
て
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

課
・
徴
収
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
調
絹
の
賦
課
基
準
の
問
題
、
す
な
わ
ち
人
身
別
賦
課
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
口
分
田

を
基
準
と
す
る
田
率
賦
課
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
余
部
郷
の
調
製
を
郷
の
百
姓
の
口
分
田
が
班
給
さ
れ
て
い
た
郷
々
の
専
当
郡
司
で
は
な
く
、
余
部
郷
の

専
当
が
微
費
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
調
絹
が
「
当
言
調
絹
」
、
す
な
わ
ち
余
部
郷
が
負
担
す
る
調
絹
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

余
部
郷
専
当
が
「
郷
≧
堪
百
姓
等
名
」
か
ら
徴
収
す
る
の
は
、
こ
の
晴
期
余
部
郷
百
姓
に
班
給
さ
れ
た
口
分
田
が
「
堪
葺
姓
型
名
」
に
編
成
さ

れ
、
そ
れ
ら
が
諸
賦
課
微
収
の
対
象
・
単
位
と
な
っ
て
い
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
余
部
郷
が
負
担
す
る
銀
翼
の
総
額
を
決
定
す
る
基
準

が
何
で
あ
っ
た
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
百
姓
口
分
班
給
在
地
郷
≧
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
少
な
く
と
も
帳
簿
の
上
で
は

余
部
郷
百
姓
は
個
別
的
に
掌
握
さ
れ
、
在
地
の
轟
々
に
口
分
田
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
百
姓
が
帳
簿
上
で
あ
れ
、
個

鋼
的
に
掌
握
さ
れ
て
い
る
限
り
、
余
部
郷
専
当
ら
が
余
部
郷
の
調
絹
の
総
額
を
算
定
す
る
基
準
と
な
っ
た
の
は
余
部
郷
の
百
姓
、
そ
の
課
口
数

で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
ば
あ
い
も
、
野
寄
は
依
然
と
し
て
百
姓
の
人
身
別
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
丹
波
の
例
と
先
述
し
た
讃
岐
の
二
例
i
い
ず
れ
も
承
平
年
間
で
あ
る
一
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
十
世
紀
前
半
に
お

い
て
は
、
調
は
未
だ
人
身
別
賦
課
で
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
調
の
賦
課
基
準
の
問
題
の
外
に
、
臨
晴
雑
役
の
免
除
申
請
が
課
役
免
除
を
根
拠
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
同
じ
く
丹
波

国
大
山
荘
を
例
に
と
ろ
う
。

　
　
　
而
依
彼
庄
預
等
愁
申
、
取
検
校
大
臣
家
御
嵩
、
帳
外
浪
人
十
人
、
以
虫
延
喜
廿
年
二
月
七
日
前
源
長
官
御
時
、
被
免
寄
巳
了
、
如
是
代
≧
長
官
相
労
明
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⑳

　
　
白
也
、
具
由
在
官
省
符
井
国
牒
面
、
乞
也
衙
察
之
状
、
欲
奇
癖
先
例
、
免
除
庄
預
丼
庄
子
等
臨
時
雑
役
、

　
こ
こ
で
は
延
喜
二
十
年
（
九
二
〇
）
、
「
帳
外
浪
人
十
人
」
が
免
じ
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
荘
預
と
荘
子
ら
の
臨
時
雑
役
免
除
が
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
て
い
る
。
「
帳
外
浪
人
」
の
解
釈
は
と
も
か
く
、
墨
入
さ
れ
た
彼
ら
は
課
役
（
調
庸
）
を
免
除
さ
れ
た
浪
人
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
臨
時
雑
役

の
免
除
申
請
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
臨
時
雑
役
が
調
と
無
関
係
で
あ
っ
た
な
ら
ば
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
二
点
、
す
な
わ
ち
調
が
人
身
別
賦
課
で
あ
っ
た
こ
と
と
臨
時
雑
役
の
免
除
申
請
が
課
役
免
除
を
根
拠
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
少
な
く
と
も
臨
時
雑
役
の
成
立
期
で
あ
る
十
羅
宇
前
半
に
は
、
調
は
臨
時
雑
役
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
主
に
交
易
雑
物
、
調
、
「
雑
話
系
」
の
諸
賦
課
か
ら
な
る
臨
時
雑
役
の
賦
課
形
態
を
論
ず
る
ぼ
あ
い
、
十
世
紀
以
降
「
名
」
が
国
衙
領

の
収
取
単
位
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
関
係
上
、
賦
課
基
準
と
収
取
対
象
と
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
官
物
も
臨
時
雑
役
も
と
も
に

「
名
」
を
通
じ
て
収
納
さ
れ
た
が
、
こ
の
ぼ
あ
い
「
名
」
（
桑
名
）
が
収
取
対
象
で
あ
る
。
　
一
方
、
賦
課
基
準
は
賦
課
対
象
に
関
り
、
賦
課
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
決
定
す
る
基
準
と
な
る
も
の
で
、
十
世
紀
に
は
剛
率
、
人
身
別
、
人
別
（
「
名
」
1
1
負
名
別
も
含
む
）
と
い
っ
た
基
準
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
で
賦
課
形
態
と
い
う
の
は
こ
の
賦
課
基
準
と
収
取
対
象
を
合
せ
た
も
の
を
考
え
て
い
る
。

　
臨
時
雑
役
の
賦
課
形
態
は
そ
れ
自
体
が
様
々
な
税
目
の
総
称
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
十
～
十
一
世
紀
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
賦
課
基
準
に
変
化

が
み
ら
れ
る
こ
と
に
規
定
さ
れ
て
、
き
わ
め
て
複
雑
な
様
相
を
心
し
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税
目
に
つ
い
て
そ
の
賦
課
形
態
を

明
ら
か
に
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
一
部
を
除
い
て
困
難
で
あ
る
。

　
調
の
ば
あ
い
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
十
世
紀
前
半
に
は
賦
課
基
準
は
人
身
別
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
雑
揺
系
」
に
つ
い
て
は
、
天
暦
二
年
八
月

　
　
　
　
㊧

二
十
日
官
符
に
引
く
国
栖
笛
工
山
城
是
行
等
解
に
、

　
　
　
笛
工
是
素
依
式
事
富
者
也
、
因
藪
古
昔
、
氏
人
等
預
仕
件
職
邸
中
、
更
不
出
僑
役
、
又
裏
付
徴
各
戸
田
正
税
、
髪
貴
朝
恩
之
厚
、
不
解
主
観
掌
、
而
年

　
　
来
国
郡
司
差
負
僑
役
井
付
徴
正
税
、
（
中
略
）
賀
正
被
言
上
於
省
、
因
准
忠
宗
之
例
、
按
免
戸
田
正
税
、
兼
営
儀
役
者
、

と
あ
る
。
戸
田
に
賦
課
さ
れ
る
正
税
と
区
別
さ
れ
た
こ
の
揺
役
は
、
官
符
の
事
書
に
「
国
栖
男
工
山
城
上
行
・
同
真
生
等
樒
役
」
を
免
除
す
る
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と
あ
る
こ
と
か
ら
、
田
率
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
是
行
瀬
に
人
別
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
十
世
紀
前
半

に
は
、
人
身
別
な
い
し
は
人
別
賦
課
の
臨
時
雑
役
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
え
て
、
次
に
臨
時
雑
役
の
免
除
形
式
を
検
討
し
て
み

た
い
。

　
免
除
形
式
の
変
遷
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
平
安
期
の
臨
時
雑
役
免
除
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
段
階
を
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
㊦
　
十
世
紀
前
半
ま
で
。
「
庄
司
・
寄
人
」
「
庄
司
・
庄
子
」
な
ど
、
人
別
に
臨
時
雑
役
を
免
除
す
る
例
の
み
が
み
ら
れ
る
段
階
で
あ
る
。

　
⇔
　
十
世
紀
中
葉
か
ら
十
一
世
紀
前
半
ま
で
。
「
八
幡
宮
御
領
額
田
村
鑑
八
間
里
田
畠
臨
時
雑
役
」
を
免
除
し
た
天
贋
四
年
（
九
五
〇
）
の
山

　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

鎖
国
符
や
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
、
東
大
寺
領
茜
部
荘
を
対
象
に
「
国
郡
臨
時
雑
役
」
を
免
除
し
た
例
を
早
い
事
例
と
し
て
、
田
畠
な
い
し
所
領

に
対
す
る
臨
時
雑
役
免
除
が
多
く
な
る
が
（
特
に
十
一
世
紀
初
め
に
は
急
増
す
る
）
、
従
来
か
ら
の
人
別
免
除
も
依
然
と
し
て
み
ら
れ
、
二
つ

の
免
除
形
式
が
並
存
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
の
東
大
寺
領
黒
田
荘
の
例
を
最
後
に
、
田
地
に
対
す
る
租
税
免

除
と
臨
時
雑
役
の
人
別
免
除
が
同
時
に
行
わ
れ
る
形
式
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。

　
⇔
　
十
一
世
紀
中
葉
以
降
。
人
別
免
除
の
み
の
形
式
も
一
、
二
残
る
が
、
田
畠
な
い
し
所
領
に
対
す
る
臨
時
雑
役
免
除
が
圧
倒
的
に
多
く
な

る
段
階
で
あ
る
。

　
こ
の
三
つ
の
段
階
を
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
、
臨
時
雑
役
の
免
除
形
式
変
化
の
様
相
と
そ
の
特
徴
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
当
初
人
別
免
除
に
限
ら
れ
て
い
た
臨
時
雑
役
免
除
の
形
式
に
、
十
世
紀
中
葉
、
田
地
・
所
領
に
対
し
て
免
除
す
る
形
式
が
加
わ
り
、

そ
れ
以
降
次
第
に
増
加
し
、
人
鋼
免
除
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
二
つ
の
免
除
形
式
の
交
替
は
一
挙
に
な
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
十
世
紀
中
葉
か
ら
十
一
世
紀
前
半
に
至
る
、
長
い
並
存
期
間
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
免
除
形
式
の
変
化
ば
臨
時

雑
役
の
賦
課
形
態
の
変
化
、
特
に
賦
課
基
準
の
そ
れ
と
無
関
係
に
起
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
賦
課
基
準
の
全
般
的
な
変
化
と
密
接
に
関

連
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ぼ
、
こ
の
変
化
の
様
相
は
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
免
除
形
式
が
一
拠
に
変
る
こ
と
が
な
く
、
渾

然
と
二
つ
の
段
階
に
区
分
で
き
な
い
の
は
、
臨
時
雑
役
が
一
個
の
税
目
で
は
な
く
、
単
な
る
総
称
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
そ
の
基
本
的
な
性
格
に
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公田官物率法の成立とその諸前提（勝山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

対
応
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
臨
時
雑
役
に
包
摂
さ
れ
る
諸
税
目
の
賦
課
基
準
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
律
的
に
変
化
し
た

の
で
は
な
く
、
順
次
肢
行
的
に
壁
芯
賦
課
の
形
に
変
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
臨
時
雑
役
の
人
別
免
除
は
人
身
別
な
い
し
人
別
賦
課
の
税
目
を

包
摂
す
る
、
当
初
の
臨
時
雑
役
の
賦
課
形
態
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
衙
は
そ
の
形
式
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
臨
時
雑
役
免
除
の
範
囲
を

有
効
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

①
　
　
『
懸
腕
日
・
本
後
個
紀
』
承
和
六
年
㎜
閾
正
月
二
十
一
二
日
条
、
　
『
続
貫
本
紀
』
　
和
銅
削
七
年

　
二
月
二
日
条
等
。

②
　
　
天
盛
…
兀
年
関
剛
七
月
十
山
ハ
日
出
椙
符
（
『
政
事
要
略
』
巻
五
十
一
）
“
U
「
調
庸
｛
柑
而
祝
」

　
を
「
官
物
」
と
総
称
し
て
い
る
。

⑧
『
平
遺
』
三
〇
五
。

④
平
田
歌
口
氏
は
「
十
世
紀
後
半
に
お
け
る
公
領
の
収
取
体
系
に
つ
い
て
」
（
『
上

　
智
史
学
』
二
〇
）
に
お
い
て
、
「
解
文
」
の
分
析
を
通
じ
、
広
義
の
「
官
物
」
の
収

　
取
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
角
で
は
貢
納
物
全
般
の
分
析

　
と
な
り
、
か
え
っ
て
十
世
紀
段
階
の
官
物
の
特
徴
や
そ
れ
と
官
物
率
法
成
立
後
の

　
官
物
と
の
違
い
が
明
確
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑤
　
坂
本
賞
三
氏
「
国
司
支
配
下
の
『
名
』
体
制
と
収
取
方
式
の
特
質
」
（
同
氏
『
日

　
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
第
一
編
二
章
三
節
）
。

⑥
　
『
平
遺
』
二
四
五
、
三
〇
五
、
二
八
九
。

⑦
『
平
遺
』
三
〇
七
。

⑧
若
干
性
格
を
異
に
し
て
い
る
荘
田
の
ば
あ
い
で
あ
る
が
、
筑
前
鼠
把
岐
荘
の

　
「
田
租
地
子
米
三
斗
二
升
五
合
」
は
、
同
一
文
書
の
別
の
と
こ
ろ
で
「
不
輸
租
田

　
官
物
三
斗
二
升
五
合
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
（
『
平
遺
』
三
四
三
）
。

⑨
『
平
遺
』
四
七
九
。

⑩
坂
本
氏
前
掲
注
⑤
論
文
。

⑪
森
瞬
悌
氏
は
「
平
安
期
農
民
支
配
の
実
像
」
（
『
教
科
教
育
研
究
』
〈
金
沢
大
学

　
教
育
学
部
〉
二
一
）
で
、
「
暗
面
之
雑
役
」
の
よ
う
な
、
令
制
下
雑
榴
と
し
て
徴

　
発
さ
れ
た
労
役
が
、
臨
時
雑
役
と
し
て
賦
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
労
役
の
内
容
上

　
の
継
承
）
を
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、
十
世
紀
初
め
に
は
雑
福
制
は
実
質
的
に
解
体
し

　
て
お
り
、
「
雑
十
悪
の
改
訂
・
変
質
し
た
と
こ
ろ
に
臨
時
雑
役
を
考
え
る
の
は
困

　
難
だ
と
思
う
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
坂
本
賞
三
民
も
雑
徳
器
は
十
世
紀
以
降
、
「
催

　
分
」
化
し
て
継
承
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
氏
『
荘
園
制
成
立
と
王
朝
國

　
家
』
六
三
～
六
四
頁
）
。
確
か
に
綱
度
自
体
の
継
承
と
そ
の
内
容
の
上
で
の
継
承

　
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
森
田
氏
の
指
…

　
摘
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
坂
本
馬
に
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

　
雑
揺
制
自
体
も
少
な
く
と
も
「
細
分
」
の
形
を
と
り
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
忘

　
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
後
述
す
る
調
の
賦
課
基
準
か
ら
判
断
し
て
、
そ
れ
が

　
当
初
か
ら
田
率
賦
課
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
臨
時
雑
役
と
み
な
さ

　
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
「
雑
福
系
」
と
い
う
の
は
、
「
侶
分
」

　
か
ら
「
丁
馬
之
雑
役
」
の
よ
う
に
内
容
上
三
徳
を
継
承
す
る
労
役
ま
で
を
含
め
て

　
考
え
て
い
る
。

⑫
　
『
平
銀
』
二
四
五
。

⑬
長
山
泰
孝
氏
「
臨
時
雑
役
の
成
立
」
（
同
氏
『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』
所
収
）
。

⑭
坂
本
賞
三
門
前
掲
注
⑤
論
文
。

⑮
『
政
瑛
要
略
』
巻
五
十
九
。

⑯
泉
谷
康
夫
氏
「
調
庸
制
の
変
質
に
つ
い
て
」
（
同
氏
『
律
令
制
度
崩
壊
過
程
の

　
研
究
』
所
収
）
。
た
だ
泉
谷
氏
は
同
時
期
、
負
名
に
対
し
て
も
調
を
賦
課
す
る
こ

　
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
二
つ
の
賦
課
形
態
が
艶
存
し
て
い
た
と
主
張
さ
れ
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て
い
る
。

⑰
『
法
曹
類
林
』
巻
二
百
。

⑱
『
平
遺
』
二
四
〇
。

⑲
　
こ
の
文
書
に
触
れ
た
研
究
は
多
く
、
一
々
列
挙
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
主

　
に
戸
田
芳
実
氏
「
平
安
初
期
の
国
衙
と
富
豪
層
」
（
三
段
『
日
本
領
主
制
成
立
史

　
の
研
究
』
所
収
）
、
稲
垣
泰
彦
氏
「
律
令
側
…
的
土
地
鰯
度
の
解
体
」
（
同
氏
『
日
本

　
中
世
社
会
史
論
』
所
収
）
、
大
石
直
正
氏
「
平
安
時
代
の
郡
・
郷
の
収
納
所
・
検

　
田
所
に
つ
い
て
」
（
『
臼
本
古
代
・
中
世
史
の
地
方
的
展
開
』
所
収
）
を
参
照
。

⑳
村
井
康
彦
氏
「
名
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
～
二
五
）
、
阿
部

　
猛
煙
「
調
庸
鋼
の
変
質
と
臨
時
雑
役
の
成
立
」
（
同
氏
『
律
令
国
家
解
体
過
程
の

　
研
究
』
第
一
篇
三
章
）
は
こ
の
断
絶
が
百
姓
の
人
身
別
賦
課
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

　
い
る
。

⑳
　
『
平
造
』
二
　
九
。

＠
　
中
野
栄
黒
氏
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
収
取
体
系
」
（
同
氏
『
律
令
制
社
会
解

　
体
過
程
の
研
究
』
所
収
）
を
参
照
。

⑳
周
知
の
よ
う
に
、
「
解
文
」
で
は
一
～
五
条
ま
で
が
正
税
利
稲
・
翼
端
・
地
子

　
に
つ
い
て
の
増
徴
と
加
微
、
六
条
が
調
を
め
ぐ
る
非
法
、
七
条
が
交
易
物
に
つ
い

　
て
の
苛
法
、
と
い
う
順
序
で
薄
命
ら
の
非
法
行
為
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
注
目
さ

　
れ
る
の
は
調
が
当
時
、
田
率
賦
課
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
率
（
段
別
）

　
賦
課
物
を
集
計
し
た
五
条
で
は
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
元
命
の
非
法
の
形
態
が
異
な
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
同
じ
く
田
率
賦
課
で
あ
っ
て

　
も
、
調
絹
が
朱
だ
租
・
正
税
利
稲
・
地
子
と
若
干
異
質
な
賦
課
で
あ
っ
た
こ
と
を

　
示
．
唆
し
て
い
る
。

⑳
　
人
励
は
令
制
的
な
諜
口
・
不
課
口
の
区
別
を
前
提
に
し
な
い
、
人
を
賦
課
基
準

　
と
す
る
も
の
を
考
え
て
い
る
。
な
お
、
「
名
」
別
を
こ
れ
に
含
ま
せ
た
の
は
、
「
名
」

　
鋼
と
い
っ
て
も
結
局
、
負
名
と
い
う
人
を
基
準
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

㊥
　
『
類
聚
範
囲
抄
』
第
七
。

⑳
　
　
『
平
遣
』
一
〇
八
三
。

⑳
『
平
遺
』
二
七
五
。

⑱
　
『
平
遺
』
一
七
三
九
。

⑳
『
平
遺
』
九
五
三
等
。

⑳
　
こ
の
外
、
次
の
二
点
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
臨
時
雑
役
免
除

　
の
申
請
が
先
例
に
即
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
藤
原
公
任
家
領
の

　
播
磨
国
有
年
層
で
は
本
公
験
が
焼
亡
し
た
た
め
、
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
十
月

　
に
田
地
坪
付
と
荘
司
寄
人
等
交
名
を
副
え
て
、
荘
の
立
券
と
荘
司
寄
人
等
の
臨
時

　
雑
役
免
除
を
播
磨
国
に
申
請
し
、
後
者
に
関
し
て
は
翌
十
～
月
に
認
め
ら
れ
て
い

　
る
（
『
朝
野
群
載
』
巻
七
、
二
十
二
）
。
今
一
つ
は
荘
園
領
主
側
は
愛
別
免
除
の
形

　
式
に
よ
っ
て
も
、
田
率
賦
課
の
臨
時
雑
役
に
一
定
度
対
応
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　
「
造
興
福
寺
記
」
（
『
大
日
本
仏
教
玉
露
』
興
福
寺
叢
書
四
）
永
承
二
年
五
月
五
日

　
条
に
、

　
　
　
法
隆
寺
瓦
並
等
参
行
購
所
難
平
、
国
役
繁
多
、
瓦
事
殆
以
停
滞
者
、
即
随
各

　
　
仮
名
、
可
免
長
時
雑
役
之
由
、
給
宜
旨
於
大
和
国
、

　
と
あ
る
。
法
隆
寺
瓦
工
等
は
各
の
仮
名
に
随
っ
て
臨
時
雑
役
（
国
役
）
を
免
除
さ

　
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
も
仮
名
に
随
う
と
い
う
人
別
（
襲
名
別
）
免
除

　
が
有
効
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
　
臨
時
雑
役
の
変
質
と
官
物
体
系
の
改
変

　
十
世
紀
末
以
降
、
人
別
免
除
に
代
っ
て
臨
時
雑
役
の
田
畠
・
所
領
に
対
す
る
免
除
が
急
速
に
多
く
な
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
臨
時
雑
役
に
包

摂
さ
れ
て
い
た
諸
賦
課
の
賦
課
基
準
の
全
般
的
な
変
化
が
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
変
化
は
一
雨
に
進
行
し
た
の
で
は
な
く
、
諸
税
目
ご
と
に
破
行

的
に
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
調
。
「
解
文
」
六
条
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

　
　
一
講
被
裁
断
、
所
進
調
絹
減
直
井
精
好
生
糸
事

　
　
　
右
両
津
貢
進
官
物
定
数
詳
録
官
帳
、
但
疋
別
所
当
新
田
、
先
例
二
町
四
段
、
斎
米
四
石
摺
斗
也
、
然
唐
絹
実
質
進
之
日
、
贋
定
落
書
疋
別
一
町
余
也
、

　
　
　
亦
至
精
好
之
糸
者
、
責
取
当
国
之
美
糸
、
織
私
用
之
綾
羅
、
挙
買
他
国
之
麓
糸
、
備
貢
官
之
例
進
、

　
十
世
紀
末
の
こ
の
時
期
、
尾
張
で
は
調
絹
は
田
地
二
町
四
段
に
一
疋
の
割
合
で
賦
課
さ
れ
、
そ
の
一
疋
の
価
値
を
米
四
面
八
斗
と
み
な
す
こ

と
が
「
先
例
」
（
国
例
）
と
な
っ
て
い
た
。
元
命
は
そ
の
国
例
を
破
り
、
調
絹
の
価
値
を
彼
ら
が
主
張
す
る
交
易
価
格
（
疋
別
品
、
五
〇
束
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
算
定
し
収
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
減
直
）
、
一
町
余
に
一
疋
の
割
合
で
賦
課
し
、
調
絹
の
増
徴
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
何
よ
り
も
ま
ず
、
十
世
紀
末
の
尾
張
で
調
絹
の
田
率
賦
課
が
国
画
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
が
、
さ
ら
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、

貢
進
す
べ
き
調
絹
と
生
糸
の
「
建
数
」
が
官
帳
に
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
官
帳
と
い
う
の
は
こ
の
ば
あ
い
、
調
に
関
す
る
帳
簿
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
の
で
調
帳
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
「
疋
別
所
当
新
田
、
先
例
二
町
四
段
」
と
い
う
形
の
裂
果
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
尾
張
国
が
朝
廷
に

貢
納
す
る
年
歯
の
調
絹
の
総
額
が
定
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
年
料
が
固
定
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
疋
別
の
所
当
料
田
も
年
ご
と
に
変
化

せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
疋
別
所
当
料
田
数
の
先
例
化
”
固
定
化
の
前
提
に
は
、
年
料
薄
絹
数
の
定
数
化
が
あ
っ
た
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
諸
国
が
朝
廷
に
貢
納
す
る
調
の
年
料
は
そ
の
国
の
課
口
数
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
の
数
量
は
調
帳
に
記
る
さ
れ
る
。
調
帳
に
記
載
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さ
れ
る
課
口
数
が
減
少
す
れ
ば
、
必
然
的
に
そ
の
国
が
貢
納
す
べ
き
調
も
減
額
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
朝
廷
は
十
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
も
、
疫

死
・
流
死
・
逃
亡
や
鰯
符
雑
色
人
の
増
加
に
よ
っ
て
帳
簿
上
の
課
丁
数
が
減
少
す
る
の
を
防
ぐ
方
策
を
立
て
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
朝
廷
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

策
が
一
段
落
す
る
の
は
十
世
紀
中
葉
で
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
に
は
「
年
来
諸
国
無
官
省
符
、
以
往
年
数
、
注
載
粒
界
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
の
頃
ま
で
に
諸
国
の
帳
簿
上
の
課
丁
数
は
固
定
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
貢
納
す
べ
き
調
の
総
額
も
実
質
的
に
変
動
し
な
く
な
る
。
つ
ま

り
調
馬
料
の
定
数
化
で
あ
る
。
先
述
し
た
「
両
製
革
進
官
物
定
数
」
と
い
う
の
は
こ
う
し
て
定
数
化
し
た
公
理
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し

て
先
述
し
た
よ
う
に
、
年
料
の
定
数
化
は
調
絹
の
田
地
当
り
の
賦
課
率
（
「
疋
別
所
当
墨
田
」
数
）
を
先
例
と
し
て
圏
定
さ
せ
る
前
提
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
先
例
（
国
例
）
は
課
丁
数
の
固
定
化
1
1
調
無
料
の
定
数
化
を
倹
っ
て
初
め
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
期
は
帳
簿
上
の
課
丁
数
が
固
定
化
す
る
十
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

お
さ
ず
調
絹
の
全
面
的
な
田
率
賦
課
へ
の
転
換
の
画
期
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
交
易
雑
物
を
み
て
み
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
解
文
」
七
条
に
「
一
二
被
無
断
、
号
交
易
斬
取
絹
手
作
信
濃
麻
布
油
苧
茜
綿
等
事
」

と
あ
る
が
、
本
文
を
み
て
も
当
時
、
尾
張
国
で
交
易
雑
物
が
田
野
賦
課
で
あ
っ
た
形
跡
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
寛
弘
三
年
十
一
月
二
十
日
弘
福
寺

⑥
襟
に
は
、

　
　
　
而
当
時
国
検
田
使
背
旧
例
、
始
以
収
公
、
付
負
段
米
・
国
交
易
劣
等
、
勘
責
尤
甚
、

と
あ
る
。
国
語
田
使
が
弘
福
寺
領
を
収
公
し
て
、
黒
米
・
国
交
易
絹
等
を
賦
課
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
収
公
に
と
も
な
う
賦
課
で
あ
る
の

で
、
収
製
し
た
田
地
を
基
準
に
し
て
国
交
易
黒
糖
が
賦
課
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
一
世
紀
初
め
に
は
交
易
雑
物
も
田
率
で
賦
課
さ
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
、
交
易
雑
物
が
臨
時
雑
役
と
し
て
賦
課
さ
れ
る
例
は
み
え
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
「
雑
書
系
」
の
ぼ
あ
い
も
岡
津
で
あ
る
。
た
と
え
ば
寛
弘
十
年
正
月
二
十
六
日
由
離
宮
解
に
は
、
「
請
被
任
速
先
例
、
裁
免
季
供
田
萱
町
官

物
内
、
率
分
・
催
分
徴
下
不
安
愁
状
」
と
あ
り
、
器
物
化
し
た
雑
品
が
「
催
分
」
と
し
て
賦
課
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
は
当
初
か
ら
臨
時
雑
役
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
税
目
で
あ
る
が
、
新
し
い
賦
課
の
一
つ
で
あ
る
検
田
雑
事
も
ま
た
得
率
賦
課
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⑨

で
あ
っ
た
。
桜
田
に
と
も
な
っ
て
賦
課
さ
れ
る
雑
役
で
あ
る
検
出
雑
事
は
、
「
国
衙
寮
母
段
米
・
供
給
等
」
「
国
検
田
段
米
・
供
給
雑
事
等
」
と

あ
る
よ
う
に
、
検
田
段
米
と
供
給
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
具
体
例
は
「
解
文
」
十
六
条
に
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
済

　
　
　
就
中
検
田
平
政
、
以
任
用
国
司
勘
注
之
、
而
或
郡
放
濫
悪
意
子
弟
郎
等
、
或
郡
入
不
調
之
有
官
散
位
老
、
髪
謬
論
町
段
歩
数
、
不
弁
条
里
肝
階
、
只
己

　
　
男
狂
心
、
（
中
略
）
是
則
為
配
電
米
之
利
、
不
知
公
田
遺
損
、
所
勘
注
也
、
亦
供
給
調
備
理
外
、
一
日
半
所
課
取
黒
米
白
米
、
或
郡
六
七
十
石
、
或
郡
絹
二

　
　
疋
米
六
七
石
、
（
中
略
）
此
外
亦
号
国
定
、
一
段
所
勘
納
段
米
一
升
二
合
、
以
不
法
斗
升
収
件
米
、

　
検
田
使
の
様
々
な
非
法
を
糺
弾
し
て
い
る
郡
司
・
百
姓
ら
も
輯
録
と
供
給
自
体
は
否
定
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
は
十
世
紀
末
に
は
す
で

に
国
衙
の
検
田
に
と
も
な
う
賦
課
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
な
か
で
も
段
米
段
別
一
升
二
合
は
「
国
定
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
尾

張
の
国
例
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
律
令
制
で
は
「
所
部
検
校
」
の
た
め
に
国
司
が
派
遣
さ
れ
る
ぼ
あ
い
、
「
百
姓
世
父
」
お
よ
び
「
供
給
」
を
受
け
る
こ
と
は
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
食
料
も
正
税
か
ら
支
出
さ
れ
る
建
前
で
あ
っ
た
。
検
田
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
国
司
に
も
こ
の
規
定
は
適
用

さ
れ
、
天
平
年
忘
の
諸
国
正
税
帳
で
は
「
検
校
水
田
国
司
」
「
検
田
子
不
国
司
」
「
検
田
田
不
国
司
」
の
食
料
は
そ
れ
ぞ
れ
を
正
税
で
も
っ
て
賄

　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
正
税
に
よ
る
食
料
支
給
は
十
世
紀
で
も
み
ら
れ
、
出
雲
国
正
税
返
却
帳
に
は
、

　
　
　
天
徳
元
年
検
田
使
食
料
戴
万
玖
任
伍
値
陸
拾
難
東
陸
掘
玖
分
陸
毛
玖
り

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
国
衙
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
使
に
対
し
て
、
在
地
で
供
応
す
る
こ
と
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
海
田
使
に
関
し
て
は
そ
れ
は
や
が
て
検

田
雑
事
と
い
う
形
を
と
っ
て
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
検
田
雑
事
の
史
料
的
初
見
は
、
「
国
衙
亀
田
段
米
・
供
給
等
可
停
止
事
」
を
命
じ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

康
保
二
年
八
月
八
日
官
符
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
じ
て
天
暦
五
年
九
月
十
五
日
官
符
に
は
「
庄
田
収
公
、
専
科
雑
役
」
と
み
え
る
。
荘
田
収
公

に
と
も
な
う
賦
課
で
あ
る
の
で
、
こ
の
雑
役
の
な
か
に
は
検
田
雑
事
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
と
す
れ
ば
、
上
田
雑
事
は
十
世
紀
中

葉
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
十
世
紀
末
に
は
制
度
と
し
て
定
着
す
る
。
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で
は
検
田
雑
事
は
臨
時
雑
役
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
ω
　
今
年
国
検
田
使
臨
田
頭
之
日
、
悉
以
収
公
、
三
選
段
米
瀬
田
率
米
・
色
≧
雑
物
、
露
量
、

　
　
②
而
国
欝
使
菖
例
・
悉
以
収
公
・
付
徴
臨
時
讐
之
闘
・
収
納
使
入
部
・
官
物
広
聴

　
こ
の
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
の
二
つ
の
史
料
の
う
ち
、
前
者
は
国
田
田
使
が
弘
福
寺
領
を
収
新
し
、
段
米
・
田
平
米
・
色
々
雑
物
を
賦
課
し

た
と
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
臨
時
雑
役
で
あ
る
か
ど
う
か
は
何
ら
記
る
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
国
検
田
使
が
大
山
荘
田
の
収
公
に

と
も
な
い
、
臨
時
雑
役
を
付
徴
し
た
と
す
る
。
こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
検
田
使
の
荘
田
収
公
に
と
も
な
う
賦
課
を
訴
え
て
い
る
点
で
共
通
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

お
り
、
少
な
く
と
も
墨
田
段
米
が
臨
時
雑
役
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
仁
安
三
年
九
月
八
日
官
宜
翠
玉
に
は
「
云
雑
役

免
者
、
磐
田
収
納
之
供
給
下
米
等
質
也
」
と
あ
り
、
野
田
雑
事
は
収
納
に
と
も
な
う
供
給
・
段
米
と
と
も
に
雑
役
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
検
出
雑
事
は
臨
時
雑
役
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
、
臨
時
雑
役
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
少
な
く
と
も
検
出
糟
米
が
そ
の
名
の

示
す
よ
う
に
田
率
賦
課
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
冬
田
雑
事
は
十
世
紀
中
葉
か
ら
確
認
で
き
る
の
で
、
田
率
賦
課
の
臨
時
雑
役
も
そ
の
時
期
に

ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
頂
度
こ
の
時
期
は
田
畠
・
所
領
に
対
し
て
臨
時
雑
役
を
免
除
す
る
形
式
が
現
わ
れ
る
時
期
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
臨
時
雑
役
に
包
摂
さ
れ
る
諸
税
目
の
田
率
賦
課
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
十
一
世
紀
初
め
に
は
ま
た
、
後
の
一
国
平
均
役
に
つ
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
中
央
認
可
（
「
中
央
賦
課
」
）
の
臨
時
雑
役
も
登
場
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
確
実
な
中
央
認
可
の
臨
時
雑
役
の
早
い
例
は
寛
仁
元
年
十
月
十

　
　
　
　
　
⑲

六
日
官
宣
旨
案
に
み
え
る
「
鴨
宮
料
官
宣
旨
加
用
米
」
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
「
事
已
論
旨
也
、
称
不
可
申
左
右
之
由
」
と
も
あ
り
、
そ
の
賦
課

が
官
宣
旨
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
十
一
世
紀
初
め
、
中
央
認
可
の
臨
時
雑
役
は
そ
の
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
賦
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
小
山
田
義
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
正
税
稲
及
び
不
動
穀
を
内
裏
造
営
費
に
充
て
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
朝
廷
は
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
の

造
内
裏
定
に
お
い
て
、
造
営
費
用
調
達
の
た
め
に
国
司
が
臨
時
の
加
微
を
行
う
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
た
。
そ
し
て
寛
仁
元
年
（
一
〇
一

七
）
に
は
実
際
に
も
伊
勢
国
に
「
造
宮
料
加
徴
米
」
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
寛
弘
か
ら
寛
仁
年
間
に
か
け
て
、
中
央
認
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可
の
臨
時
雑
役
が
登
場
し
て
く
る
。
こ
れ
は
ま
だ
一
部
の
国
々
で
国
司
の
申
請
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
あ
く
ま
で
も
特
例
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
や
が
て
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
に
は
宮
城
大
垣
築
造
に
際
し
、
尾
張
国
が
神
寺
所
領
を
除
く
田
地
に
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

均
に
造
営
役
を
賦
課
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
つ
い
で
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
の
造
内
裏
で
は
諸
国
に
お
い
て
造
内
裏
役
賦
課
の
方
式
が
と
ら

　
　
　
　
　
　
㊧

れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
永
承
年
間
の
造
興
福
寺
に
際
し
て
は
、
諸
国
が
造
興
福
寺
役
の
国
内
平
均
賦
課
を
申
請
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
認

可
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
申
請
文
言
に
は
「
因
准
傍
例
」
「
因
准
先
例
」
と
い
う
表
現
も
み
ら
れ
、
　
一
国
平
均
役
の
形
を
と
る
中
央
認
可
の
臨
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

雑
役
が
す
で
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
こ
の
よ
う
に
中
央
認
可
の
臨
時
雑
役
は
十
一
世
紀
四
十
年
代
に
一
般
的
な
成
立
を
み
る
が
、
そ
の
先
駆
形
態
を
な
し
た
の
は
、
国
司
が
「
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

時
之
公
用
」
の
名
を
仮
り
て
国
内
に
賦
課
し
た
臨
時
の
加
徴
で
あ
っ
た
。
「
解
文
」
四
条
を
み
よ
う
。

　
　
一
請
裁
断
、
守
元
命
朝
臣
正
税
利
稲
外
率
徴
無
由
稲
事

　
　
　
右
一
等
、
正
税
利
稲
之
外
、
段
別
二
束
継
立
加
徴
、
国
内
通
計
、
其
積
算
多
、
抑
件
率
稲
者
、
不
経
臨
時
之
公
用
、
甲
羅
私
鋳
之
用
途
、
或
入
満
於
交

　
　
　
易
、
或
春
運
於
京
宅
、

　
こ
の
「
臨
時
之
公
用
」
に
充
て
ら
れ
る
名
目
で
の
率
稲
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
郡
司
・
百
姓
ら
も
国
例
と
し
て
認
め
ざ
る
を

え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
国
衙
の
措
置
、
す
な
わ
ち
国
劇
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
朝
廷
は
特
別
の
関
与
は
し
て

い
な
か
っ
た
。
朝
廷
に
と
っ
て
は
「
臨
時
之
公
用
」
が
貢
納
さ
れ
れ
ぽ
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
央
認
可
の
臨
時
雑
役
は
こ
う
し
た
各
国
で
国

例
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
臨
時
加
徴
を
制
度
と
し
て
容
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
で
は
こ
の
臨
時
加
徴
は
臨
時
雑
役
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
臨
時
雑
役
と
さ
れ
て
き
た
が
、
必
ず
し
も
充
分
に
論
じ

ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
こ
の
率
稲
は
「
臨
時
之
公
用
」
に
充
て
る
た
め
の
加
微
で
あ
る
の
で
、
臨
時
的
な
賦

課
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
こ
れ
は
正
税
利
稲
外
の
加
徴
で
あ
り
、
正
税
利
稲
の
よ
う
な
令
制
の
税
目
で
も
な
い
。
確
か
に
段

瑚
に
課
せ
ら
れ
る
賦
課
で
は
あ
る
が
、
こ
の
二
点
に
お
い
て
、
こ
の
率
稲
は
官
物
と
は
み
な
し
難
く
、
臨
時
雑
役
の
な
か
に
三
雲
付
け
ら
れ
る
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べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
率
稲
が
臨
時
雑
役
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
興
味
深
い
問
題
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
「
解
文
」
五
条
に
、

　
　
葡
代
≧
国
宰
正
税
息
利
・
租
籾
・
率
稲
・
地
子
等
所
徴
、
或
八
九
束
、
或
十
束
也
、
急
場
任
守
元
亨
朝
臣
所
微
一
年
新
段
別
十
三
束
二
曹
也
、

と
あ
る
よ
う
に
、
雨
気
が
官
物
で
あ
る
正
税
利
稲
な
ど
と
と
も
に
一
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
率
稲
は
臨
時
雑
役
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
条
で
は
段
別
賦
課
の
稲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
官
物
に
包
括
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
率
稲
は
「
解
文
」
の
よ
う
な
、
段
別

に
課
せ
ら
れ
る
諸
賦
課
を
ま
と
め
る
区
分
で
は
官
物
と
と
も
に
一
括
さ
れ
、
逆
に
官
物
と
臨
時
雑
役
と
を
分
け
る
区
分
で
は
臨
時
雑
役
に
属
す

る
と
い
う
、
矛
盾
に
満
ち
た
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
十
世
紀
末
に
お
い
て
、
官
物
と
臨
時
雑
役
と
を
分
け
る
区
分
法
が
も
た

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
矛
盾
・
曖
昧
さ
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
曖
昧
さ
は
交
易
雑
物
や
「
語
手
系
」
の
臨
時
雑
役
で
も
み
ら
れ
る
。
前
述
し
た
寛
弘
十
年
正
月
十
六
日
由
原
宮
座
に
よ
れ
ば
、
も

と
も
と
臨
時
雑
役
に
属
し
て
い
た
雑
借
の
一
部
（
「
徳
分
」
）
が
蔓
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
臨
時
雑
役
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
諸
税
目
が
相
次
い

で
田
率
賦
課
に
移
行
し
た
結
果
、
従
来
か
ら
の
官
物
と
臨
時
雑
物
の
区
分
は
曖
昧
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
臨
時
雑
役
の
な
か
に
は
官
物
と
み
な

さ
れ
る
も
の
も
で
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
租
・
正
税
利
稲
・
地
子
か
ら
な
る
官
物
と
、
調
・
交
易
雑
物
・
「
雑
倍
長
」
諸
賦
課
な
ど
か
ら

な
る
臨
時
雑
役
と
が
、
田
率
賦
課
で
あ
る
こ
と
と
国
衙
・
朝
廷
へ
の
貢
納
物
で
あ
る
こ
と
の
二
点
に
お
い
て
、
一
括
し
た
取
り
扱
い
が
可
能
に

な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
至
り
、
従
来
の
臨
時
雑
役
の
一
部
を
そ
の
共
通
性
に
基
づ
い
て
官
物
に
組
み
込
む
条
件
、
す
な
わ
ち

官
物
体
系
を
大
幅
に
改
編
す
る
条
件
が
整
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
動
向
の
な
か
で
、
官
物
と
一
括
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
臨
時
公
用
名
目
の
率
稲
は
既
述
し
た
よ
う
に
、
十
一
世
紀
の
四
か
年
代
に

一
国
平
均
役
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
官
物
に
は
属
さ
な
い
独
自
の
税
目
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
一
国
平
均
役
の

成
立
は
、
一
方
で
は
臨
時
雑
役
の
分
化
を
意
味
す
る
が
、
他
方
で
は
宮
物
と
同
様
伸
率
賦
課
で
あ
る
以
上
、
対
比
的
に
官
物
の
範
囲
を
明
確
化

す
る
役
割
も
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
臨
時
雑
役
と
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
た
季
物
の
体
系
的
改
編
を
迫
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る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
脇
圏
晴
子
氏
「
沽
価
法
の
成
立
と
調
庸
制
」
（
同
氏
『
日
本
中
世
商
業
発
達
史

　
の
研
究
』
所
収
）
。

②
阿
部
猛
氏
『
尾
張
国
解
文
の
研
究
』
九
九
頁
。

⑧
『
政
事
要
略
』
巻
五
十
七
。

④
泉
谷
康
夫
氏
「
調
庸
制
の
変
質
に
つ
い
て
」
（
同
氏
『
律
令
制
度
解
体
過
程
の

　
研
究
』
所
収
）
。

⑤
無
身
と
な
っ
た
百
姓
の
口
分
田
の
地
子
稲
を
も
っ
て
、
そ
の
調
庸
雪
男
作
物
を

　
交
易
調
進
す
る
こ
と
を
命
ず
る
官
符
が
延
長
三
年
（
九
二
五
）
と
天
慶
五
年
（
九

　
四
二
）
に
出
さ
れ
て
い
る
（
『
政
事
要
略
』
巻
六
十
）
。
　
一
般
に
は
、
た
と
え
ば
脇

　
田
晴
子
氏
が
前
掲
論
文
で
、

　
　
　
そ
れ
は
く
調
庸
物
の
反
別
賦
課
、
勝
山
〉
、
疫
死
、
逃
亡
の
百
姓
の
口
分
田

　
　
を
地
子
田
化
し
、
調
下
物
を
交
易
し
た
よ
う
な
例
に
よ
っ
て
（
お
そ
ら
く
地
子

　
　
田
を
賃
租
す
る
百
姓
に
強
髄
交
易
し
た
と
思
わ
れ
る
）
、
樋
門
の
反
別
負
担
の

　
　
国
例
が
成
立
し
て
来
て
お
り
、
こ
の
尾
張
国
の
解
文
に
お
け
る
よ
う
に
価
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斗
）

　
　
よ
っ
て
、
疋
別
二
町
四
反
匿
代
米
四
石
八
升
と
い
う
反
珊
賦
課
が
成
立
し
た
の

　
　
で
あ
ろ
う
。

　
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
調
の
田
率
賦
課
が
成
立
し
て
く

　
る
契
機
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
は
契
機
の
一
つ
と
し
て
の
意
味
を

　
も
つ
に
せ
よ
、
十
世
紀
に
租
税
田
が
す
べ
て
地
子
磁
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
地

　
子
物
交
易
か
ら
調
の
田
率
賦
課
の
一
般
的
成
立
を
導
き
出
す
の
は
論
理
的
飛
躍
が

　
と
も
な
う
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
課
了
数
の
闘
定
化
朋
調
年
料
の
定
数
化
を
前
提
と

　
し
、
帳
簿
上
の
課
口
の
全
般
的
無
毒
化
と
い
う
条
件
の
な
か
で
年
高
を
確
保
す
る

　
た
め
に
、
国
衙
が
よ
り
確
実
な
賦
課
基
準
と
し
て
田
地
に
目
を
向
け
た
と
こ
ろ
に
、

　
田
率
賦
課
が
一
般
的
に
成
立
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
そ
れ
以
前

　
に
地
子
物
交
易
な
ど
に
よ
り
、
部
分
的
に
調
の
田
率
賦
課
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

　
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
部
分
的
で
、
限
定
さ
れ
た

　
範
閥
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

⑥
『
平
遣
』
四
四
四
。

⑦
　
坂
本
賞
三
琉
「
公
田
官
物
率
法
の
成
立
」
（
同
氏
前
掲
欝
第
二
編
二
章
）
。

⑧
　
『
平
遺
』
四
六
九
。

⑨
　
　
『
鎌
倉
遣
文
騒
（
以
下
『
鎌
遺
』
と
略
記
）
八
一
二
。

⑩
　
　
『
令
義
解
』
戸
令
国
郡
司
条
、
延
喜
主
税
式
。
た
だ
し
養
老
職
制
律
に
よ
れ
ば
、

　
「
供
償
」
（
食
事
の
提
供
）
の
み
は
認
め
ら
れ
て
い
た
（
『
律
』
）
。

⑪
　
天
平
十
年
駿
河
国
正
税
帳
、
同
年
周
防
灘
正
税
帳
、
同
九
年
豊
後
国
正
税
帳

　
（
『
寧
楽
遺
文
』
中
巻
）
。

⑫
『
平
遺
』
＝
六
一
。

⑬
早
川
庄
八
氏
「
『
供
給
』
を
タ
テ
マ
ッ
リ
モ
ノ
と
よ
む
こ
と
」
（
『
月
刊
百
科
』

　
一
二
〇
）
。
「
供
給
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
こ
の
論
稿
を
参
照
。

⑭
『
鎌
遺
』
八
三
。

⑬
『
平
遺
喩
二
六
二
。

⑯
　
　
『
平
遣
』
四
七
三
、
四
七
二
。

⑰
『
平
遺
』
補
遺
三
五
〇
。

⑱
中
野
栄
夫
琉
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
収
取
体
系
」
（
同
氏
前
掲
書
所
収
）
は
、

　
臨
時
雑
役
を
中
央
賦
課
と
地
方
賦
課
と
に
分
け
る
従
来
の
考
え
方
を
、
地
方
賦
課

　
の
臨
時
雑
役
も
畢
寛
、
中
央
の
賦
課
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
否
定
ざ
れ

　
て
い
る
。
確
か
に
臨
時
交
易
網
な
ど
は
中
央
の
賦
課
物
で
あ
る
が
、
中
央
の
レ
ベ

　
ル
で
は
そ
れ
は
正
税
を
交
易
し
て
調
達
さ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
あ
く

　
ま
で
も
令
制
の
粋
内
の
一
税
目
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
臨
時
雑
役
と
意
識
さ
れ
る

　
の
は
国
衙
一
在
地
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
地
方
賦
課

　
の
臨
時
雑
役
と
み
な
し
て
も
何
ら
支
障
は
な
い
。
た
と
え
中
央
の
賦
課
物
で
あ
っ
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て
も
、
そ
れ
を
臨
時
雑
役
と
み
な
す
の
は
国
衙
一
在
地
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
後
に
一
国
平
均
役
と
し
て
一
括
ざ
れ
る
造
内
裂
役
な
ど
の
課
役

は
、
中
央
の
レ
ベ
ル
で
も
令
制
の
税
目
の
枠
か
ら
は
ず
れ
た
臨
時
の
加
徴
と
み
な

さ
れ
て
い
る
。
中
央
で
す
で
に
臨
時
雑
役
と
し
て
賦
課
さ
れ
る
も
の
と
意
識
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
「
中
央
賦
課
」
の
臨
時
雑
役
に
あ
た
る
。
こ
の

よ
う
に
「
中
央
賦
課
」
と
地
方
賦
課
の
違
い
は
、
ど
の
段
階
で
臨
時
雑
役
と
み
な

さ
れ
賦
課
さ
れ
る
か
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
を
区
即
す
る
こ
と
は
臨
時
雑

役
の
展
開
を
考
え
る
う
え
で
意
味
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
。
た
だ
こ
こ
で
は
「
中
央

賦
課
」
と
い
う
の
は
誤
解
を
受
け
易
い
用
語
で
あ
る
の
で
、
中
央
が
臨
時
雑
役
と

し
て
賦
課
さ
れ
る
こ
と
を
公
認
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
「
中
央
認
可
」
と
い
う

用
語
を
用
い
た
。

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

『
平
遺
』
四
七
九
。

小
山
田
義
央
氏
「
造
内
裏
役
の
成
立
」
（
『
史
潮
』
八
四
・
八
五
）
。

坂
本
賞
三
氏
『
荘
園
制
成
立
と
王
朝
國
家
』
ニ
ニ
七
～
二
三
一
責
。

『
小
右
記
』
長
元
四
年
九
月
十
三
日
、
十
四
日
条
。

『
軍
事
』
五
八
六
、
七
〇
九
、
三
七
〇
〇
。

「
造
興
福
寺
記
」
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
興
福
寺
叢
書
一
）
。

坂
本
賞
三
氏
前
掲
注
⑳
著
書
二
三
〇
～
二
三
二
頁
。

小
山
田
義
夫
氏
前
掲
論
文
。

小
山
田
義
夫
氏
前
掲
論
文
。

『
平
遺
』
四
六
九
。
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四
　
産
業
構
造
の
地
域
的
特
化
と
公
田
官
物
率
法
の
成
立

　
官
物
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
国
で
生
産
さ
れ
る
様
々
な
物
品
を
賦
課
・
収
取
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
官
物
と
し
て
何
を
ど
れ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

け
賦
課
す
る
か
（
官
物
率
法
）
は
、
そ
の
国
の
産
業
構
造
や
社
会
的
分
業
の
様
態
に
根
本
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
で
は
官
物
率
法
が
成
立
す

る
十
一
世
紀
中
葉
に
は
、
各
国
に
お
い
て
独
自
の
産
業
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
く
し
て
は
各
国
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

の
官
物
率
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
論
理
的
に
は
そ
の
形
成
を
前
提
と
し
て
各
国
の
官
物
率
法
は
成
立
し
た
と
み
な

さ
れ
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
の
形
成
を
具
体
的
に
実
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
十
一
世
紀
に
お
け
る
諸
国
の
貢
納
物
を
手
懸
り
に
し
て

こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
段
階
の
諸
国
の
貢
納
物
を
体
系
的
に
知
り
う
る
ま
と
ま
っ
た
史
料
と
し
て
は
、
東
大
寺
と
東
寺
の
封
戸
関
係
の
文
書
群
や
『
新
猿
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

記
』
の
登
場
人
物
、
受
領
の
郎
等
で
あ
る
四
郎
君
の
項
に
記
さ
れ
た
「
諸
国
土
産
」
の
記
載
が
あ
る
が
、
ま
ず
こ
れ
ら
か
ら
み
て
い
こ
う
。

　
次
に
掲
げ
る
表
は
直
物
の
年
料
（
本
来
の
封
物
構
成
品
目
と
そ
の
数
量
に
対
し
て
換
算
を
経
て
、
銭
貨
を
含
め
た
特
定
の
物
品
で
表
示
さ
れ
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表
　
封
物
の
年
料
と
貢
進
物
晶

圏
　

名

伊
』

駿
河

上
総

甲
斐

武
蔵

遠
江

封
主
名

膚r

ゴて
大〃〃

朝1、

｝一／

モ　
等聞

大政
恐

蔚
簸 コ（

寺
大

東東
大

寺

　
tt

東
　

　
寺

東
　
　
寺

　
tt

東
　

　
寺

’
ノ

封
戸

数

1000
5

0
0

115050

15e

年
紀

長
原
2・

3

天
魯
4・

5

天
喜
4・

5

永
承
1～

4

永
承
1～

4

久
安
2

長
久
3・

4

久
安
2

承
徳
2

承
徳

2

康
和
2

康
漁
1
～
4

康
和

4

年
　
　
料
・
代
　
　
価

・
年
回
代
米

323石
5斗

7升
6合

．

米
163

石
8斗

5升
穎

2685月
目
2掘

米
196石

5斗
’
1チ

【
’
5合

＊
鰭

藤
布

一
代
銭
一
年
料
准
用
紙
1・

　
11

帖
30

枚

＊
年

料
准
用
紙
1791帖

7枚

准
米

53石

＊
年

料
懸
銭

62貫
720文

准
銭

1
25貫

440文

富
浦

14
段

＊
年

料
代
永
布
→
准
米
→
代
絹
65疋

4

　
丈
5尺

　
准

網
1
03疋

（
代

絹
）

60疋

准
絹
6疋

＊
年
料
代
米
283石

1斗
2升

5合

　
准

米
1
188石

准
絹

10
0疋

貢
進

物
ロ旧

出
　

　
典

米
647石

1斗
5升

2合
（

8件
の

所
済

）

reStEtle46i鮮
占

20枚

用
紙
7168帖

（
4件

）

馬
2疋

，
国

紙
170帖

上
品

手
作

布
41段

3丈

皮
剣

四
丈

布
5端

，
苧

鰍
3具

，
布

平
饅

2帖

白
布

13段
，

平
貫

4段
，

凡
絹

1疋

国
八

丈
絹

2疋

420　
・
　
429

　
8
59

　
8
60

6
78

「
無

」

26
48

6
31

26
48

14
14

14
03

14
36

絹
594疋

締
00爾

14
92

4959

（頃爲）卜侃



近
　

江

美
濃

上
　

野

下
　

野

若
　

狭

東
大

寺

　
tt’

ノ

東
大

寺

東
大

寺

tt

東
　

　
寺

　
tt

東
大

寺

　
tltltttttt〃
　〃

t1

1
50

100

3
5050

（
天

喜
4～

6）

康
和

4

康
和
5

天
盛

3～
5

（
11世

紀
中
葉
）

久
安
2

康
和

3

康
和

3

永
承
2

天
書
2・

3

天
喜
3
・
4

天
喜
3・

4

天
喜
5

康
平
1

康
平
2

康
平
1・

2

康
平

3

＊
（
年
始
は

米
で
表
示
力
）

絹
1
5
0疋

米
32

石
4斗

＊
年
料
｝
’
任
：
米
→
代
絹
61疋

5丈
7寸

　
絹
6
5疋

＊
舗
布
一
代

手
作

布
一

年
繍

1
9
34段

3丈
1尺

代
白

布
20段

代
絹

39
疋

灯
心

30
0疋

＊
年

輪
准

米
126石

1斗
8合

　
（

雁
来

）
151石

8斗
6升

7合

　
（
准
米
）

151石
8斗

6升
7合

＊
年

料
准

米
152石

1斗
8合

　
（

准
米

）
413石

6斗
8合

＊
年

断
面
米

175石
3斗

8合
　
｝
’
焦
米

480石
7斗

8チ
1・

6合

代
米

3
0石

代
米

185石
5斗

代
米

4
8石

（
米
で
の
所
済
件
数
多
数
）

綾
裳

1領
，

夏
浄

衣
1領

，
糸

中
手

鰍
3具

，

米
24石

2斗
4升

，
釜

7口

八
丈
5疋

駄
乗

馬
1疋

入
丈

絹
1疋

，
四

丈
絹

1釘
，

工
丈

五
尺

絹
1切

綿
120両

等

米
65石

6升
8夕

（
米

151石
5斗

等
の

所
済

）

八
丈
絹
14疋

，
品
絹
15疋

，
細
布
14段

，
手
作
布

61段
，
1和

布
600枚

，
車
牛
1頭

，
見
米
189石

1

斗
4合

米
50石

（
2件

）

米
55石

尉
弓
2071三

，
　
三
ヨ
三
f／

F布
10段

米
130石

八
丈
絹
11疋

，
細
美
布
3段

，
手
作
布
4G段

，
馬

2疋
，

牛
1頭

，
鉄

160廷
，

見
目

10石

八
丈

絹
7疋

，
魚

心
細

美
布

4段
，

凡
絹

1G疋

9
20

15
21

15
29

9
07

r東
大

寺
要

録
』

26
48

1464

49
56

649

817

880

900

876　
・

　
77

　
922

9
4e

9
57

9
62

（8州）　。D。q



（ヨ塗）鋸温罷e即潟伺賢e駆鶴辞伽

越
　

中

越
　

後

能
　

登

東
大

寺

’
ノ

寺
大〃〃〃〃

東東
　

　
寺

150

20
0

5
0

長
久
3～

寛
徳
1

永
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→
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＊
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鉄
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ε
　
輩
湊
㊦
鐸
韓
　
鋳
『
剰
滞
薦
持
』
㊦
恩
鵬
齢
確
輸

（
包
　
醤
攣
育
露
鱒
召
曝
度
，
C
詩
・

「
薫
」
葺
渦
鵯
盗
灘
藤
『
強
二
幅
』
渥
酷
岬
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
）
や
貢
納
物
品
を
よ
く
示
す
封
物
送
状
・
同
請
文
・
同
進
未
振
興
を
国
別
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
十

一
・
十
二
世
紀
段
階
（
一
部
十
世
紀
の
も
の
も
含
む
）
で
貢
進
さ
れ
る
異
物
は
実
に
多
様
で
あ
り
、
本
来
の
景
物
の
品
目
の
よ
う
な
統
一
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

欠
い
て
い
る
。
一
見
各
国
が
手
元
に
あ
っ
た
物
品
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
納
め
た
か
の
よ
う
な
感
を
与
え
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
⑥

　
す
で
に
別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
十
世
紀
粗
壁
に
み
ら
れ
た
艶
物
の
代
物
納
は
十
一
世
紀
に
は
広
汎
に
展
開
し
て
ゆ
き
、
こ
の
世
紀
中
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
官
物
率
法
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
、
旧
来
の
封
物
の
構
成
と
数
量
は
そ
の
年
料
を
導
き
出
す
た
め
の
単
な
る
指
標
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
そ
の

結
果
、
旧
来
の
封
物
構
成
は
実
際
の
貢
納
品
目
に
つ
い
て
何
ら
特
別
の
規
制
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
何
を
封
物
と
し
て
納
め
る
か
は
封
主

と
賢
島
負
担
国
と
の
間
の
了
解
事
項
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
関
係
は
お
い
て
は
令
制
の
封
戸
制
や
荘
園
制
の
質
納
関
係
と
は
異

な
り
、
貢
納
す
る
側
で
あ
る
各
国
衙
の
選
択
の
余
地
が
大
き
く
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
国
内
の
主
要
な
生
産
物
が
選
ば
れ
易
か
っ
た
と
み

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
は
こ
の
時
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
主
要
な
貢
納
品
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
だ
け
ま
た
、

こ
れ
ら
は
自
然
的
・
地
理
的
条
件
に
規
定
さ
れ
た
各
国
の
産
業
構
造
を
顕
著
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
全
体
と
し
て
み
た
ば
あ
い
、
貢
納
品
は
多
種
・
多
様
で
あ
る
が
、
逆
に
い
く
つ
か
の
国
で
は
そ
れ
が
単
一
な
い
し
同
種
の
品
目
に
限
定

さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
一
つ
の
物
品
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
国
を
品
目
ご
と
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う

で
あ
る
。

　
米
…
…
伊
賀
、
近
江
、
美
作
、
播
磨
、
周
防
、
伊
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
絹
…
…
武
蔵
、
美
濃
、
阿
波
（
遠
江
、
下
野
、
土
佐
）

　
布
…
…
上
総
、
丹
後
、
低
馬
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鮭
…
…
越
中
、
越
後

　
用
紙
…
…
駿
河

こ
れ
ら
の
物
品
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
、
所
定
の
時
期
、
卓
越
し
た
貢
納
品
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
動
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

　
次
に
換
算
や
代
物
表
示
に
用
い
ら
れ
る
品
目
、
特
に
各
国
の
一
般
的
な
傾
向
を
よ
く
示
し
て
い
る
封
物
言
未
雷
文
類
に
お
け
る
垂
簾
の
代
物

表
示
品
園
に
目
を
向
け
る
と
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
十
一
世
紀
前
半
ま
で
は
銭
貨
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も

　
⑨

多
い
が
、
中
葉
以
降
に
は
代
米
（
准
米
）
表
示
が
圧
倒
的
と
な
る
。
た
と
え
ば
甲
斐
国
の
ぼ
あ
い
は
、

　
長
保
二
年
…
…
年
料
は
銭
貨
で
の
換
算
を
経
て
、
准
銭
で
表
示
、

　
康
和
元
年
…
…
年
料
は
永
布
↓
准
米
↓
代
絹
と
い
う
換
算
を
経
て
、
代
絹
で
表
示
、

と
な
り
、
ま
た
伯
薔
国
の
ぼ
あ
い
は
、

　
延
久
五
年
…
…
年
料
は
代
銭
↓
代
手
作
布
↓
代
立
米
と
い
う
換
算
を
経
て
、
准
米
で
表
示
、

　
寛
治
三
年
…
…
年
料
は
最
初
か
ら
准
米
で
表
示
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
変
化
す
る
。
こ
れ
は
駿
河
の
国
雑
画
意
で
国
側
が
構
成
品
昌
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
貢
納
品
で
あ
る
用
紙
で
代
物
表
示
し
た
の
に
対
し
、
東

大
寺
側
が
米
で
換
算
し
な
お
し
て
い
る
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
代
価
を
表
示
し
年
年
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
封
主
側
が
米
を
用
い
、
そ

れ
を
国
側
に
強
制
し
た
こ
と
も
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
十
一
世
紀
中
葉
、
東
大
寺
が
国
ご
と
に
業
物
の
年
料
を
算
定
し
た
「
封
戸

　
⑪

勘
記
」
で
は
上
野
国
を
除
き
、
す
べ
て
年
料
は
米
で
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
背
後
に
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
銭
貨
に
代
っ
て
米
が
絹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
と
も
に
支
払
手
段
や
価
値
表
示
手
段
、
す
な
わ
ち
貨
幣
の
機
能
を
果
す
物
品
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
年
料
の
漏
壷
（
准
米
）
表
示
が
顕
著
と
な
る
趨
勢
の
な
か
で
、
代
物
表
示
に
米
以
外
の
物
品
を
用
い
て
年
料
を
表
す
国
、
あ
る
い
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は
代
物
へ
の
換
算
に
お
い
て
米
以
外
の
物
品
の
換
算
値
を
媒
介
さ
せ
て
い
る
国
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

　
駿
河
…
用
紙

　
甲
斐
…
永
布
↓
准
米
↓
代
絹

　
美
濃
…
准
米
↓
代
絹

　
上
野
…
代
銭
・
代
調
布
↓
代
手
作
布
↓
代
調
布

　
能
登
…
代
米
↓
代
絹

　
丹
後
…
麻
布

　
伯
書
…
代
銭
↓
代
手
作
布
↓
代
准
米

と
い
っ
た
国
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
の
ば
あ
い
、
絹
・
布
・
紙
が
換
算
の
一
段
階
に
せ
よ
、
年
料
の
代
物
表
示
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
が
そ
の
圏
の
書
物
貢
納
に
お
い
て
、
一
般
的
な
価
値
表
示
な
い
し
は
換
算
手
段
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
特
定

時
期
、
卓
越
し
た
貢
納
品
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
年
料
の
代
物
表
示
に
用
い
ら
れ
て
い
る
物
品
も
、
た
と
え
史
料
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

上
で
直
接
貢
納
品
と
し
て
現
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
国
の
重
要
な
貢
納
品
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
代
物
表
示

の
品
目
の
例
と
先
に
述
べ
た
貢
納
品
の
例
を
併
せ
る
と
、
嘗
物
貢
納
に
お
け
る
特
定
品
目
と
国
々
と
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

米
…
…
伊
賀
、
近
江
、

絹
…
…
甲
斐
、
武
蔵
、

布
…
…
甲
斐
、
上
総
、

用
紙
…
：
駿
河

鮭
…
…
越
中
、
越
後

美
作
、
播
磨
、
周
防
、

美
濃
、
阿
波
（
遠
江
、

上
野
、
丹
後
、
但
馬
、

轡
予

下
野
、
能
登
、
土
佐
）

伯
誉

次
に
重
要
な
貢
納
品
で
あ
る
米
・
絹
・
布
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
貢
納
す
る
国
に
つ
い
て
少
し
ぽ
か
り
検
討
し
た
い
。
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米
米
が
主
要
な
貢
納
品
と
な
っ
て
い
る
国
々
は
、
ほ
ぼ
近
国
と
瀬
戸
内
海
沿
岸
諸
国
に
限
定
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
京
都
・
奈
良
に
対

し
て
重
篤
を
輸
送
す
る
条
件
に
恵
ま
れ
た
国
々
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
近
国
の
ば
あ
い
は
輸
送
距
離
の
短
さ
に
よ
り
、
内
海
沿
岸
諸
国

の
ば
あ
い
は
海
上
交
通
の
利
用
に
よ
る
。

　
こ
れ
ら
米
の
貢
納
を
も
っ
て
特
色
付
け
ら
れ
る
国
々
の
他
に
も
、
米
を
納
め
て
い
る
国
は
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
若
狭
・
丹
波
・
伯
薔
・
紀

伊
・
讃
岐
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
の
ば
あ
い
も
、
米
が
占
め
る
割
合
が
ご
く
限
ら
れ
る
伯
著
を
除
く
な
ら
ば
、
同
一
の
傾
向
を
指
摘
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
ま
た
こ
れ
ら
二
種
類
の
米
貢
納
国
を
延
喜
民
部
式
の
年
雲
影
米
・
年
料
租
田
沓
の
負
担
国
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
封
戸
文
書
が
残
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

国
々
の
範
囲
で
は
、
絹
の
貢
納
で
も
っ
て
特
色
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
美
濃
・
遠
江
、
さ
ら
に
は
丹
後
・
但
馬
が
ぬ
け
、
伊
賀
・
周
防
・
伯

薔
が
加
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
と
『
新
猿
楽
記
』
の
「
諸
国
土
産
」
に
「
鎮
西
米
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、

十
一
世
紀
に
は
特
定
の
国
々
に
お
け
る
特
産
物
の
成
立
と
黒
蓋
っ
て
、
輸
送
条
件
と
自
然
条
件
の
規
定
性
が
よ
り
徹
底
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
絹
　
　
絹
が
重
要
な
貢
納
品
で
あ
る
先
に
あ
げ
た
国
々
の
他
に
、
絹
を
上
納
す
る
国
は
近
江
・
若
狭
・
紀
伊
・
讃
岐
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

あ
い
も
米
の
よ
う
な
地
域
的
な
偏
り
は
な
く
、
東
国
か
ら
西
国
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
国
々
の
な
か
で
も
、
絹
の
貢
納
で
も
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
代
表
は
美
濃
で
あ
ろ
う
。
美
濃
は
令
制
に
お
い
て
は
白
絹
が
賦
課
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

れ
、
上
憂
国
に
属
す
る
が
、
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
の
東
大
寺
封
戸
・
荘
園
寺
用
帳
で
は
調
絹
の
項
に
朱
筆
で
代
米
の
記
載
が
あ
り
、
ま
た
中
男

作
物
胡
麻
油
の
項
は
「
重
油
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
十
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
は
、
美
濃
国
の
東
大
寺
島
物
は
米
と
胡
麻
油
で

あ
り
、
米
が
主
要
な
貢
納
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
と
こ
ろ
が
『
新
猿
楽
記
』
で
は
美
濃
の
特
産
品
と
し
て
「
八
丈
」
が
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
康
平
元
年
（
一
〇
五
八
）
の
国
雑
載
解
に
お
い
て
は

封
物
の
年
料
は
代
絹
で
表
示
さ
れ
、
実
際
に
も
八
丈
絹
で
上
納
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
、
中
世
に
お
い
て
美
濃
が
絹
の
特
産
地
で
あ
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⑳

り
、
荘
園
の
年
貢
も
絹
で
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
美
濃
の
ぼ
あ
い
、
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世

紀
前
半
に
か
け
て
の
時
期
に
、
絹
が
貢
納
品
と
し
て
卓
越
し
た
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
貴
族
の
日
記
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
、
美
濃
は
「
蔵
人
所
平
絹
」
「
御
壁
代
等
農
書
」
「
元
日
料
長
絹
」
「
斎
院
喫
祭
料
」
絹
の
負
担
国
と
し
て
現
れ
、
ま
た
一
宮
敦
康
親
王
の
現

物
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
一
宮
御
封
絹
預
道
行
朝
臣
、
美
乃
十
疋
・
尾
張
廿
疋
ニ
ニ
河
廿
疋
、

と
あ
り
、
絹
で
進
納
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
長
久
元
年
五
月
、
美
濃
国
司
の
申
請
に
よ
り
、
「
停
絹
斤
定
事
」
が
「
諸
国
一
同
事
」
と
し
て
認

　
　
　
　
　
⑳

め
ら
れ
て
い
る
。
絹
の
公
定
単
位
の
変
更
に
つ
い
て
、
美
濃
國
司
が
率
先
し
て
申
請
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
養
蚕
製
品
の
特
産
地
と
し
て
の
位

置
が
、
こ
の
時
期
す
で
に
確
定
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
美
濃
に
近
接
す
る
三
河
・
尾
張
両
国
も
先
述
し
た
敦
康
新
王
の
封
物
は
絹
で
貢
納
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
様
に
絹
の
特
産
地
化
の
道
を
た
ど

る
。
三
河
の
ぼ
あ
い
、
任
期
半
ぱ
に
し
て
死
去
し
た
国
守
古
経
相
の
遺
財
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
ω
　
所
有
之
物
長
絹
十
余
疋
、
七
十
、
絹
六
十
疋
許
、
糸
少
≧
、
油
少
ミ
、
他
物
已
無
実
、
凡
絹
二
百
疋
云
≧
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
②
　
京
家
之
無
物
、
彼
園
有
絹
少
≧
之
由
云
≧
、
差
下
人
、
先
二
百
疋
許
可
運
上
之
由
可
上
灘
≧
、

と
あ
り
、
「
京
蔵
」
「
在
校
」
、
い
ず
れ
も
そ
の
財
物
は
主
に
絹
か
ら
な
っ
て
い
る
。
ま
た
藤
原
資
房
の
家
領
長
山
荘
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
三
州
長
山
庄
、
今
日
初
出
年
貢
、
長
絹
二
疋
、
凡
絹
廿
五
疋
也
、

と
み
え
、
十
一
世
紀
前
半
に
は
荘
園
の
年
貢
も
絹
で
納
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
尾
張
の
ば
あ
い
、
長
徳
四
年
十
二
月
九
日
付
の
国
守
大
江
匡
冷
熱
田
宮
祭
文
に
、

　
　
　
二
士
風
聞
者
、
近
日
愛
東
自
西
、
万
民
遠
来
云
≧
、
是
霊
神
恩
樹
立
也
、
明
年
農
業
豊
饒
、
作
田
及
四
五
千
町
、
螢
養
如
意
、
細
絹
及
一
二
万
匹
、

と
あ
る
。
順
調
な
養
蚕
が
作
田
の
増
加
と
と
も
に
「
農
業
豊
饒
」
を
意
味
す
る
も
の
と
把
握
さ
れ
て
お
り
、
養
蚕
業
が
稲
作
と
相
並
ぶ
ま
で
に

成
長
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
養
蚕
を
稲
作
と
相
並
ぶ
業
と
み
な
す
考
え
は
「
解
文
」
（
六
条
）
に
も
み
ら
れ
る
。
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抑
蚕
養
之
進
退
、
更
不
任
心
、
或
国
吏
令
藻
貝
養
、
而
不
登
年
穀
、
或
国
吏
令
古
年
穀
、
以
不
宜
蚕
養
、

詔
命
が
価
格
操
作
に
よ
っ
て
絹
を
大
量
に
収
奪
し
た
こ
と
と
と
も
に
、
尾
張
に
お
け
る
養
蚕
業
の
占
め
る
位
置
の
高
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
河
・
尾
張
両
国
に
お
い
て
も
、
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
時
期
に
養
蚕
業
は
農
業
の
な
か
で
稲
作
と
相
並
ぶ

ほ
ど
の
高
い
位
概
を
占
め
、
国
衙
の
収
取
物
の
み
な
ら
ず
、
荘
園
の
年
貢
ま
で
も
絹
で
貢
納
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
布
．
封
戸
関
係
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
甲
斐
・
上
総
・
上
野
の
東
国
と
、
丹
後
・
但
馬
・
伯
老
悶
と
い
っ
た
山
陰
道
諸
国
が
主
要
な
貢
納
国
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
。
こ
の
う
ち
東
国
の
諸
国
は
『
延
喜
式
』
に
も
調
・
庸
・
中
学
作
物
・
交
易
雑
物
と
し
て
布
を
負
担
す
る
国
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
で
も
「
望
施
布
」
の
名
で
知
ら
れ
る
上
総
は
「
信
濃
布
」
を
産
す
る
信
濃
と
と
も
に
、
律
令
時
代
以
来
、
布
の
特
産
地
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
ら
東
国
諸
團
の
ば
あ
い
は
、
前
代
か
ら
の
布
生
産
が
継
承
さ
れ
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
『
新
猿
楽
記
』

に
よ
れ
ば
、
甲
斐
国
は
「
斑
布
」
の
特
産
地
と
な
っ
て
い
る
。
囁

　
一
方
、
山
陰
道
諸
国
の
ぼ
あ
い
は
『
延
喜
式
』
に
は
布
貢
納
の
規
定
は
な
い
の
で
、
布
の
貢
納
は
新
し
い
事
態
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
旧

恩
に
つ
い
て
み
る
と
、
長
元
々
年
（
一
〇
二
八
）
、
率
分
蔵
納
物
の
絹
を
手
作
布
と
麻
布
で
代
納
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
十
一
世
紀
前
半
に
は

布
の
貢
納
が
前
面
に
出
て
き
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
て
以
上
の
検
討
か
ら
、
次
の
こ
と
が
導
き
出
せ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
十
一
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
は
、
少
な
く
と
も
米
・
絹
・
布

な
ど
の
農
業
生
産
物
や
手
工
業
製
品
に
つ
い
て
は
、
朝
廷
の
需
要
に
応
ず
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
、
自
然
条
件
と
輸
送
条
件
に
規
定
さ
れ
て

特
産
地
が
で
き
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
産
物
は
そ
の
国
の
重
要
な
貢
納
物
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

画
一
的
な
令
制
的
収
取
体
系
の
強
綱
が
栢
対
的
に
緩
み
、
こ
の
時
期
ま
で
に
各
国
は
そ
の
置
か
れ
た
諸
条
件
に
適
応
し
た
産
業
構
造
を
形
成
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
各
国
の
産
業
構
造
が
す
で
に
地
域
的
特
化
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
と
併

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

撫
し
て
貢
納
物
の
特
化
も
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
も
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
た
、
特
定
の
貢
納
品
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
国

々
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
多
様
な
貢
納
品
を
納
め
、
一
見
何
ら
特
徴
的
で
な
い
若
狭
や
紀
研
の
ぼ
あ
い
も
、
特
定
の
産
業
に
集
約
さ
れ
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な
か
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
．
自
体
が
産
業
構
造
の
地
域
的
特
化
の
一
つ
の
形
態
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
形
態
を
と
っ
て
な
さ
れ
た
地
域
的
融
化
は
、
そ
れ
ら
の
産
業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
貢
納
物
が
そ
の
ま
ま
中
世

の
年
貢
に
継
承
さ
れ
る
ば
あ
い
も
あ
っ
た
こ
と
－
東
海
三
国
の
絹
に
代
表
さ
れ
る
一
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
各
国
に
お
け
る
中
世
的
な
産

業
構
造
形
成
の
一
段
階
を
な
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
地
域
的
浄
化
は
各
国
に
お
け
る
生
産
が
朝
廷
の
需
要
と
輸
送

条
件
に
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
新
た
な
全
国
的
な
分
業
体
系
形
成
の
一
環
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
新
猿
楽
記
』
の

「
諸
国
土
産
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
十
一
世
紀
中
葉
に
は
多
く
の
国
で
特
産
物
が
成
立
し
、
中
世
に
つ
な
が
る
全
国
的
な
分
業
体
系
が
形
成

　
　
　
　
⑭

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
前
提
に
は
こ
う
し
た
産
業
構
造
の
地
域
的
特
化
の
進
行
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
中
世
に
つ
な
が
る
各
国
の
産
業
構
造
の
地
域
的
特
化
は
、
い
つ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、

特
化
の
方
向
は
遅
く
と
も
十
一
世
紀
前
半
に
は
明
確
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
美
濃
・
三
河
・
尾
張
三
国
で

は
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
前
半
に
、
養
蚕
業
が
稲
作
と
並
ぶ
重
要
な
産
業
と
な
り
、
絹
が
貢
納
品
の
な
か
で
卓
越
し
た
地
位
を
占
め
る
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葡
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
第
二
に
、
『
新
猿
楽
記
』
の
「
諸
国
土
産
」
に
記
る
さ
れ
て
い
る
特
産
品
の
う
ち
、
「
み
ち
の
く
紙
」
、
出
雲
莚
、
伊
予
簾
、
播
磨
の
針
は

十
一
世
紀
初
め
の
文
学
作
品
に
も
み
え
、
当
時
す
で
に
特
産
品
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
三
に
、
『
小
右
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る

「
受
領
貢
物
」
（
諸
国
の
受
領
が
記
主
藤
原
実
資
に
貢
献
し
た
俸
料
や
贈
物
）
を
整
理
す
る
と
、
事
の
性
質
上
、
馬
・
牛
・
絹
な
ど
上
層
貴
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
鐙

へ
の
贈
物
に
ふ
さ
わ
し
い
昂
物
が
多
い
が
、
米
と
布
の
貢
納
國
の
分
布
は
十
一
世
紀
中
葉
以
降
の
封
物
の
そ
れ
と
岡
傾
向
を
示
し
、
ま
た
馬
・

牛
・
漆
（
漆
器
）
の
貢
納
国
も
中
世
前
半
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
遅
く
と
も
十
一
世
紀
前
半
に
は
す
で
に
諸
国
の
特
産
物

の
一
部
は
成
立
し
て
お
り
、
各
国
は
産
業
構
造
を
朝
廷
の
需
要
に
応
じ
つ
つ
自
然
・
地
理
的
条
件
に
適
応
さ
せ
、
こ
の
徴
紀
の
中
葉
以
降
に
み

ら
れ
る
貢
納
物
を
納
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
十
一
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
、
各
国
の
産
業
構
造
の
地
域
的
特
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
は
、
各
国
に
お
い
て
独
自
の
官
物
率
法

が
制
定
さ
れ
る
前
提
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
官
物
率
法
の
成
立
は
そ
う
し
た
産
業
構
造
の
地
域
的
特
化
に
対
応
し
、
国
衙
の
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主
導
の
下
、
国
内
の
産
業
を
編
成
し
な
お
す
意
味
も
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
こ
こ
で
は
産
業
構
造
と
い
う
用
語
を
産
業
の
構
成
に
力
点
を
置
い
て
用
い
て
い

　
る
。

②
　
こ
の
文
書
群
を
社
会
的
分
業
展
開
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
研
究
と
し
て
は
、
脇

　
田
晴
子
氏
「
封
戸
経
済
の
崩
壊
」
（
同
氏
『
日
本
中
世
商
業
発
達
史
の
研
究
』
所

　
収
）
、
浅
香
年
木
氏
「
平
安
後
期
に
お
け
る
在
地
の
繊
維
生
産
」
（
同
氏
『
日
本
古
［

　
代
手
工
業
史
の
研
究
』
所
収
）
が
あ
る
。

③
こ
れ
に
つ
い
て
は
網
野
善
彦
氏
『
日
本
中
世
の
屍
衆
像
』
第
－
部
三
「
年
貢
の

　
性
格
」
や
浅
香
年
木
氏
前
掲
論
文
を
参
照
。

④
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
浅
香
年
木
氏
前
掲
論
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
衷
を

　
参
考
に
し
た
。

⑤
脇
田
晴
子
氏
前
掲
論
文
。

⑥
　
拙
稿
「
封
戸
制
度
の
再
編
と
解
体
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
九
四
）
。

⑦
　
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
以
降
の
封
物
の
貢
納
を
代
物
納
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も

　
的
確
で
は
な
い
。

⑧
　
（
）
で
括
っ
た
の
は
十
二
世
紀
以
降
の
文
欝
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
以
下

　
も
同
じ
。

⑨
　
た
と
え
ば
長
保
二
年
十
二
月
二
十
九
日
の
造
東
寺
年
配
帳
（
『
平
遺
』
四
〇
五
）

　
で
は
、
各
国
の
年
料
算
定
の
た
め
の
換
算
と
年
料
衷
示
に
は
銭
貨
（
回
田
）
が
用

　
い
ら
れ
て
い
る
。

⑩
　
　
『
平
遣
』
山
口
七
八
。

＠
　
　
『
東
大
寺
要
録
』
巻
六
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
前
掲
注
⑥
拙
稿
を
参
照
。

⑫
　
梅
村
喬
氏
「
平
安
曄
代
貢
納
経
済
の
一
視
角
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
五
六
五
）
。

　
な
お
、
十
一
世
紀
前
半
に
お
け
る
絹
の
流
通
に
つ
い
て
も
こ
の
論
稿
を
参
照
。

⑬
　
甲
斐
の
よ
う
に
、
貢
納
品
で
は
絹
、
代
物
表
示
で
は
布
と
、
二
つ
の
基
準
で
そ

　
れ
ぞ
れ
違
っ
た
物
品
が
靡
き
出
さ
れ
る
ば
あ
い
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
重
要
な
貢

　
納
品
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

⑭
　
年
料
春
米
の
負
担
国
は
伊
勢
・
尾
張
・
参
河
・
近
江
・
美
濃
・
若
狭
・
越
前
・

　
加
賀
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・
播
磨
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・
備
後
・
安

　
芸
・
紀
伊
・
心
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
の
二
二
ヶ
国
、
年
始
租
春
米
は
尾
張
・
参
河
・

　
遠
江
・
近
江
・
美
濃
・
若
狭
・
越
前
・
加
賀
・
丹
波
・
播
磨
・
美
作
・
備
前
・
備

　
中
・
備
後
・
安
芸
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
の
一
八
ヶ
国
で
あ
る
。

⑮
天
幕
四
年
の
東
大
寺
封
戸
・
荘
園
寺
用
帳
（
『
平
遺
』
二
五
七
）
の
朱
筆
か
ら

　
判
断
す
る
と
、
十
世
紀
中
葉
に
は
伊
賀
は
米
で
補
血
を
代
納
し
て
い
る
。
な
お
同

　
文
書
に
よ
れ
ば
、
土
佐
も
米
を
納
め
て
お
り
、
十
二
世
紀
の
一
史
料
で
も
っ
て
、

　
土
佐
が
米
の
貢
納
国
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

⑯
　
『
新
猿
楽
記
』
の
「
諸
国
土
産
」
で
も
養
蚕
製
品
が
特
産
で
あ
る
国
は
、
常
陸
・

　
美
濃
・
越
前
・
石
見
・
阿
波
で
あ
り
、
東
西
の
地
域
的
な
偏
り
は
み
ら
れ
な
い
。

⑰
延
喜
主
計
式
。

⑱
『
平
遣
』
二
五
七
。

⑲
　
　
『
平
遣
』
九
〇
七
。

⑳
網
野
善
彦
氏
前
掲
著
書
。

⑳
　
　
『
誤
記
』
長
徳
四
年
八
月
二
十
六
日
、
長
保
元
年
九
月
陪
臣
、

　
十
日
、
寛
弘
九
年
四
月
十
四
日
の
各
条
。

＠＠＠＠＠＠

同
三
年
正
月
二

『
権
記
』
長
保
四
年
入
月
一
日
条
。

『
春
記
』
長
久
元
年
五
月
二
十
六
日
、
六
月
三
日
、
同
八
日
条
。

『
春
記
』
長
暦
三
年
十
h
月
十
五
日
置
門
同
十
六
日
条
。

『
春
記
』
長
暦
三
年
十
一
月
四
日
条
。

『
朝
野
群
載
』
巻
三
。

『
延
喜
式
』
に
み
え
る
布
負
担
圏
は
、
東
海
道
で
は
遠
江
以
東
、

東
山
道
で
は

飛
騨
以
東
、
北
陸
道
で
は
越
中
以
北
の
国
々
と
、
薩
摩
・
対
馬
・
壱
岐
を
除
く
西
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海
道
の
諸
国
で
あ
る
。

⑱
　
聯
†
野
邦
雄
氏
「
手
工
業
」
（
豊
田
武
氏
編
…
『
立
厘
業
史
1
』
第
一
二
出
早
山
ハ
肋
即
）
。

㊥
　
　
『
左
経
記
』
長
一
兀
々
年
五
月
十
六
日
条
。

⑳
鮭
も
ま
た
注
目
さ
れ
る
貢
納
品
で
あ
る
。
そ
の
貢
納
国
、
越
中
と
越
後
の
二
国

　
は
『
延
喜
式
臨
に
も
み
え
る
、
前
代
か
ら
の
貢
納
國
で
あ
る
。
な
か
で
も
越
後
は

　
調
と
し
て
鮭
を
負
担
す
る
唯
一
の
国
で
あ
る
が
、
『
新
猿
楽
記
』
に
も
鮭
が
あ
げ

　
ら
れ
て
お
り
、
十
一
世
紀
に
は
完
全
に
鮭
の
特
産
地
化
す
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、

　
鮭
は
越
後
を
代
表
す
る
貢
納
品
1
1
「
重
色
環
物
」
（
『
平
遺
』
三
三
二
八
）
と
み
な

　
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

⑳
浅
香
年
木
氏
前
掲
論
文
。

⑳
朝
廷
の
需
要
に
応
じ
た
貢
納
品
の
生
産
で
あ
る
以
上
、
産
業
構
造
の
地
域
的
特

　
化
に
あ
た
っ
て
は
朝
廷
の
強
制
力
が
一
定
度
働
い
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

　
い
。

⑳
網
野
善
彦
氏
前
掲
著
霞
。

⑭
　
　
『
新
猿
楽
記
』
の
特
産
品
の
う
ち
、
『
庭
訓
往
来
』
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る

　
物
品
を
国
ご
と
に
あ
げ
る
と
、
河
内
（
鍋
）
、
武
蔵
（
鐙
）
、
上
総
（
鰍
）
、
常
陸

　
（
綾
、
紬
）
、
美
濃
（
八
丈
、
上
品
）
、
若
狭
（
椎
子
）
、
能
登
（
釜
）
、
越
後
（
鮭
、

　
塩
引
）
、
備
中
（
刀
、
鉄
）
、
安
芸
（
榑
）
、
周
防
（
鯖
）
、
長
門
（
牛
）
、
讃
岐
（
円

　
座
）
、
伊
予
（
簾
）
と
な
る
。

⑳
　
　
『
枕
草
紙
』
二
七
六
、
一
四
九
、
二
八
。

⑳
『
赤
染
衛
門
集
』
。

⑳
　
米
を
貢
納
し
て
い
る
受
領
の
国
名
を
あ
げ
る
と
、
摂
津
・
丹
波
・
無
想
美
作
・

　
備
前
・
備
中
・
淡
路
・
伊
予
で
あ
る
。

⑳
布
を
貢
納
し
て
い
る
国
は
甲
斐
・
上
総
・
常
陸
・
上
野
・
美
作
・
伯
醤
・
伊
予

　
で
あ
る
が
、
地
域
的
分
布
は
伊
予
を
除
き
、
封
物
と
同
傾
向
を
示
す
。

⑲
　
馬
の
貢
納
國
は
河
内
・
伊
豆
・
上
総
・
下
総
・
常
陵
・
美
濃
・
僑
濃
・
陸
奥
・

　
伯
薯
で
あ
り
、
河
内
と
伯
脅
を
除
け
ば
、
爽
國
諸
国
に
偏
る
。
一
方
、
牛
は
美
濃

　
・
長
門
・
石
見
と
い
っ
た
西
国
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
藤
原
道
長
へ
の
貢
馬
・
牛

　
を
み
る
と
、
よ
り
明
確
に
な
る
。
『
御
堂
関
白
記
』
に
よ
る
と
、
馬
を
貢
納
し
て
い

　
る
国
は
遠
江
・
駿
河
・
甲
斐
・
伊
豆
・
武
蔵
・
常
陸
（
東
海
道
）
、
美
濃
・
信
濃
・

　
上
野
・
陸
奥
・
出
羽
（
東
山
道
）
、
越
前
・
加
賀
・
越
後
（
北
陸
道
）
で
あ
る
に
対

　
し
、
牛
は
近
江
（
東
山
道
）
、
越
前
（
北
陸
道
）
、
丹
後
（
山
陰
道
）
、
美
作
・
備

　
後
（
山
陽
道
）
、
阿
波
（
南
海
道
）
、
大
宰
府
で
あ
る
。
つ
ま
り
越
前
・
加
賀
か
ら

　
美
濃
へ
の
ラ
イ
ン
を
境
に
し
て
、
東
は
馬
、
西
は
牛
の
貢
納
と
い
う
、
は
っ
き
り

　
し
た
地
域
分
け
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
中
世
で
は
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）

　
の
著
述
と
さ
れ
る
「
国
牛
十
図
」
（
『
群
書
類
従
』
二
十
八
輯
）
に
、
「
こ
こ
に
馬

　
は
東
関
を
も
ち
て
さ
き
と
し
、
牛
は
西
国
を
以
て
も
と
と
す
」
と
い
う
記
述
が
み

　
ら
れ
る
。

　
　
ま
た
漆
・
漆
器
を
納
め
て
い
る
國
は
越
後
・
佐
渡
・
出
羽
・
因
幡
・
伯
書
で
あ

　
り
、
日
本
海
沿
岸
の
諸
国
に
限
定
さ
れ
る
。
封
物
で
は
越
中
の
一
例
が
知
ら
れ
る

　
が
、
や
は
り
北
陸
道
で
あ
り
、
ま
た
『
新
猿
楽
記
』
で
は
漆
は
越
後
の
特
産
最
で

　
あ
る
。
中
世
前
期
に
お
い
て
も
漆
の
特
産
地
は
陸
奥
・
若
狭
・
越
中
・
越
後
・
因

　
幡
・
隠
岐
と
さ
れ
て
お
り
、
陸
奥
を
除
き
、
十
一
世
紀
の
貢
納
國
と
地
域
的
に
は

　
重
な
る
（
佐
々
木
銀
弥
氏
「
産
業
の
分
化
と
中
世
商
業
」
〈
同
氏
『
中
世
商
贔
流

　
通
史
の
研
究
』
所
収
〉
所
載
の
「
中
世
晶
朋
期
（
十
四
世
紀
ま
で
）
国
別
主
要
物
産

　
表
」
）
。
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十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
各
国
で
調
・
交
易
雑
物
・
「
雑
樒
系
」
諸
賦
課
等
の
臨
時
雑
役
が
出
行
的
に
田
富
賦
課
に
転

換
し
、
そ
れ
ま
で
の
官
物
と
臨
時
雑
役
の
区
別
は
曖
昧
に
な
る
が
、
そ
れ
と
併
行
し
て
十
一
世
紀
初
め
、
「
中
央
認
可
」
の
臨
時
雑
役
が
出
現

し
、
次
第
に
従
来
の
官
物
や
臨
時
雑
役
と
異
な
っ
た
賦
課
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
動
向
の
な
か
で
、
十
一
世
紀
前
半

に
は
各
国
に
お
い
て
、
官
物
と
臨
時
雑
役
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
諸
税
目
に
つ
い
て
は
、
何
を
ど
の
程
度
、
ま
た
い
か
な
る
形
で
賦
課
す
る
か
に

関
す
る
国
側
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
公
田
営
物
日
法
成
立
の
収
取
体
系
上
の
前
提
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
十
一
世
紀
中

葉
、
中
央
で
見
米
三
斗
の
基
本
額
が
「
格
」
で
綱
定
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
各
国
で
そ
れ
ま
で
の
国
例
に
基
づ
い
て
、
基
本
額
を
結
集

点
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
物
率
法
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
れ
ま
で
様
々
な
令
制
税
目
を
一
定
の
変
形
を
受
け
つ
つ
も
継
承

し
て
き
た
諸
賦
課
は
、
再
編
成
さ
れ
て
新
し
い
官
物
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
の
組
み
込
み
は
伊
賀
の
例
で

み
た
よ
う
に
、
特
定
の
晶
目
に
限
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
そ
の
国
の
産
業
構
造
に
適
応
し
、
か
つ
貢
納
物
と
し
て
中

央
の
要
請
が
強
い
物
品
が
改
め
て
官
物
（
賦
課
晶
目
）
と
し
て
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
何
も
官
物
を
そ
の
品
目
に
限
定
す
る

も
の
で
は
な
く
、
紀
伊
国
名
草
郡
郡
許
院
の
例
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
代
納
を
通
じ
て
そ
の
地
域
の
様
々
な
産
業
の
生
産
物
を
収
取
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
基
本
額
見
米
三
斗
の
制
定
と
そ
れ
を
契
機
と
す
る
各
国
に
お
け
る
官
物
率
法
の
成
立
が
、
十
世
紀
後
半
以
降
高
ま
り
を
み
せ
て
い
た
「
国
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

苛
政
上
訴
闘
争
」
に
対
す
る
国
家
側
の
対
応
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
各
国
の
官
物
率
法
は
中
央
の
政
策
に
よ
っ
て
突
然
に
生
み

出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
官
物
率
法
に
つ
な
が
る
国
画
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
十
一
世
紀
前
半
に
各
国
に
お
い
て
進
行
し
て
い
た
産
業
購
造
の
地
域
的
図
化
に
対
応
し
、
国
衙
の
主
導
の
下
に
国
内
の

産
業
構
造
を
編
成
し
な
お
す
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
二
物
率
法
の
成
立
に
と
も
な
う
官
物
体
系
の
改
変
は
、
中
世
的
な
支
配
体
制
形
成
の
う
え
で
規
定
的
な
意
味
を
も
つ
が
、
こ
こ
で
は
こ

れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
た
点
を
含
め
て
、
次
の
三
点
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
第
一
は
、
坂
本
賞
三
六
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
受
領
が
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
き
た
、
官
物
の
段
別
賦
課
率
の
恣
意
的
な
変
動
を
制
約
し
た
こ
と
で
あ
る
。
元
永
元
年
十
二
月
九
日
の
但
馬
国
司
庁
宣
に
、

　
　
一
可
令
注
進
官
物
率
法
事

　
　
右
色
≧
率
徴
一
≧
可
注
進
之
、

と
あ
る
よ
う
に
、
新
任
国
司
は
二
所
目
代
並
郡
司
・
別
符
司
」
「
当
年
工
数
並
国
内
起
請
田
舞
料
」
「
先
例
国
事
」
と
と
も
に
、
ま
ず
そ
の
国

の
官
物
率
法
を
知
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
官
物
の
収
納
は
そ
の
率
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
官

物
率
法
の
変
更
が
な
さ
れ
る
ぽ
あ
い
は
、
国
司
の
申
請
に
基
づ
き
、
朝
廷
の
認
可
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
十
一
世
紀
前
半
ま
で
国
司
に
委

ね
ら
れ
て
い
た
官
物
賦
課
率
の
実
質
的
な
決
定
権
を
、
朝
廷
が
取
り
戻
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
十
一
世
紀
中
葉
以
降
、
本
所
間
相
論
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

朝
廷
で
裁
決
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
同
一
の
動
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
百
姓
ら
の
官
物
軽
減
の
た
め
の
闘
争
も

そ
の
形
を
変
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
官
物
率
法
を
前
面
に
た
て
収
取
を
は
か
る
国
司
に
対
し
て
、
官
物
の
軽
減
を
か
ち
と
る
た
め
に
は
、
朝

廷
の
意
志
を
左
右
し
う
る
別
の
回
路
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
官
物
が
諸
賦
課
の
総
称
か
ら
一
個
の
独
立
し
た
税
目
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
令
制
的
税
團
の
区
別
を
解
消
し
た
税
目
と
し
て

の
宮
物
は
、
内
容
変
化
の
可
能
性
を
秘
め
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
中
世
的
な
年
貢
の
成
立
と
は
み
な
し
難
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
原
型
と
位
置

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
令
制
的
な
税
目
は
調
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
律
令
制
的
個
別
人
身
支
配
と
結
び
付
き
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
そ
の
解
消
は
国
衙
段
階
で
個
別
人
身
支
配
が
最
終
的
に
放
棄
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
行
政
組
織
の
問
題
と

も
深
く
関
連
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
律
令
制
下
の
郷
は
郷
戸
を
も
っ
て
編
成
さ
れ
、
個
別
人
身
支
配
実
現
の
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
。
こ

の
郷
も
九
世
紀
以
降
、
地
域
的
な
行
政
組
織
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
が
、
そ
の
本
来
の
性
格
は
根
強
く
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
個
別
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人
身
支
配
の
放
棄
は
郷
が
そ
の
本
来
の
特
質
を
失
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
十
一
世
紀
中
葉
か
ら
み
ら
れ
る
別
名
制
の
創
設
や
郡
郷

制
の
改
編
は
、
こ
う
し
た
郷
の
性
格
変
化
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
が
、
そ
の
意
味
で
は
公
田
官
物
率
法
の
成
立
は
こ
の
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

事
態
の
論
理
的
前
提
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
第
三
は
「
納
官
封
玉
茎
物
」
が
一
律
的
に
国
衙
領
の
官
物
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
体
剃
が
成
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
射
戸
の
ば
あ
い
、

も
と
も
と
令
制
的
税
目
で
あ
る
租
・
庸
・
調
・
中
男
作
物
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
封
物
が
、
官
物
率
法
の
成
立
に
基
づ
く
官
物
体
系
の

改
変
に
よ
り
、
一
律
的
に
官
物
か
ら
弁
済
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
封
物
徴
収
と
公
文
勘
会
の
手
続
き
が
大
き
く
変
化
し
、

封
物
の
「
要
急
」
と
い
う
新
し
い
弁
済
形
態
も
出
現
し
た
。
「
昇
官
済
物
」
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
点
は
拙
稿
で
論
じ
た
こ
と
で
あ
り
、
繰
り

返
す
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
さ
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
官
物
は
受
領
の
収
入
源
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
納
官
封
家
儲
物
」
に
充
て
ら
れ
る
財
源
上
の
巨
大
な
プ
ー

ル
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
官
物
は
国
家
財
政
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
い
え
ぼ
、
官
物
は
王
権
と
そ
れ
を
支

え
る
機
構
と
人
々
が
存
立
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
基
盤
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
官
物
は
令
制
の
諸
税
属
と
同
様
、
「
租

税
」
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
官
物
は
ま
た
、
国
衙
領
が
荘
園
化
さ
れ
た
時
、
荘
園
年
貢
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
家
的
土
地
所
有
の
下
で
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

衙
が
掌
握
し
た
田
地
を
基
準
に
し
て
賦
課
さ
れ
る
「
地
代
」
で
も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
官
物
は
田
地
生
産
物
を
の
み
収
取
す
る
も
の
で
は
な

く
、
畠
地
生
産
物
や
手
工
業
生
産
物
、
さ
ら
に
は
自
然
か
ら
の
採
取
物
ま
で
も
収
取
す
る
「
地
代
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
③

　
別
稿
で
み
た
よ
う
に
、
公
田
官
物
率
法
は
成
立
後
、
百
姓
ら
の
官
物
軽
減
闘
争
や
社
会
的
分
業
の
展
開
に
規
定
さ
れ
、
大
き
な
変
化
を
遂
げ

る
。
そ
の
過
程
で
手
工
業
製
品
の
賦
課
が
放
棄
さ
れ
、
見
米
の
み
に
限
定
さ
れ
る
ば
あ
い
も
あ
れ
ば
、
逆
に
見
習
で
は
な
く
手
工
業
製
品
の
み

が
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ば
あ
い
、
さ
ら
に
は
両
者
が
並
存
し
て
賦
課
さ
れ
る
ぼ
あ
い
な
ど
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ

れ
は
そ
の
ま
ま
、
官
物
が
雑
公
事
の
充
実
と
相
婿
っ
て
中
世
的
な
年
貢
に
転
化
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
規
定
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し
て
い
た
の
は
、
そ
の
国
に
お
け
る
産
業
構
造
の
地
域
的
特
昇
の
様
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
官
物
が
そ
の
地
域
の
産
業
が
生
み
出
す
生

産
物
を
国
家
が
掌
握
し
た
田
地
を
基
準
に
賦
課
・
収
取
す
る
制
度
で
あ
る
以
上
、
産
業
構
造
を
無
視
し
て
は
そ
の
収
取
は
成
り
立
た
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　
①
　
坂
本
白
粥
氏
「
公
田
官
物
率
法
の
成
立
」
（
同
氏
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』

　
　
第
二
編
二
章
）
。

　
②
坂
本
賞
三
氏
前
掲
論
文
。

　
③
『
朝
野
群
載
』
巻
向
二
。

　
④
下
向
井
寵
彦
氏
「
王
朝
国
家
体
制
下
に
お
け
る
権
門
間
相
論
裁
定
手
続
に
つ
い

　
　
て
」
（
『
史
学
研
究
隔
一
四
八
）
。

　
⑥
　
拙
稿
「
封
戸
制
の
再
編
と
解
体
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
九
四
）
。

　
⑥
　
拙
稿
「
便
補
保
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
五
九
i
六
）
。

⑦
　
網
野
善
彦
氏
は
「
中
世
の
負
担
体
系
」
（
永
原
慶
二
二
等
編
『
中
世
・
近
世
の

　
国
家
と
社
会
』
所
収
）
で
、
年
貢
は
「
基
本
的
に
は
租
税
の
一
種
」
で
あ
る
と
規

　
定
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
「
租
税
」
と
「
地
代
」
と
の
関
り
や
網
野
氏
が
強
調

　
さ
れ
て
い
る
年
貢
（
官
物
）
に
お
け
る
互
酬
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
触

　
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
後
考
を
期
し
た
い
。

⑧
　
拙
稿
「
国
衙
領
に
お
け
る
官
物
体
系
の
変
化
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
人
文
論
叢
』
〈
三

　
重
大
学
人
文
学
部
文
化
学
科
〉
二
）
。

　
　
　
　
　
　
　
（
三
重
大
学
助
教
授
　
京
都
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The　Establishment　and　the　Prernises　of　the

Law　of　the　Koden　Kanmotsu公田官物Rate

by

Seiji　Katsttyama

　　In　’this　article，　the　author　made　efforts　to　investigate　the　premises

of　the　6’stablishment　of　the　law　of　the　feoden　feanmotsu　rate，　which　has

been　understood　as　a　poliey　response　by　the　court　to　the　appeals　against

the　tyranny　by　the　koleushi国司．　It　became　clear　that　in　the　firSt　half　of

the　11th　century，　the　various　taxes　that　had　been　included　in　the　206葱雑役

gradually　changed　and　became　proportional　to　paddy　field　area，　providing

the　conditions　for　the　overall　reform　of　the　tax　system，　and　leading　to

the　establishment　of　local　taxation　based　on　the　natural　characteristics

and　productive　base　of　each　region．　We　can　summerize　the　historical

significance　of　the　reform　of　the　feanmotstt　system　in　the　following　three

pQints：　（1）　lt　restricted　arbitrary　setting　of　the　tax　rate　of　kamnotsz｛

by　the　gz｛ryo受領．（2）The　fean”¢otsu　became　a　separate　tax，　which　led

to　the　annual　tax　syste皿of　the　middle　ages。（3）AsYstem　was　estab・

1ished　in　which　the　main　tribute　to　the　government　was　Lmiformly

paid　by　the　feanmotsu．

French Enlightenment　and　the　Role　of

Stanislaw　Leszczyfiski

by

Akiyoshi　Nakayama

　　The　influence　of　the　West　European　Enlightenment　on　Eastern　Europe

is　generally　considered　to　have　been　overwhelming．　This　article　focuses，

however，　on　the　important　role　of　Stanislaw　Leszcyfiski　（Z677－1766；

Polish　king，　1704－09，　33－36，　Dul〈e　of　Lorraine，　37－66）　in　the　formatioR

of　the　French　Enlightenment，　relating　to　his　personal　relationships　with

（324）




